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午後１時３０分 開会 

○堀口委員長 皆さん、こんにちは。委員各位にお

かれましては、御多忙の折、御参集いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

常任委員会に付託されました議案第３号「指定管

理者の指定について」、議案第４号「指定管理者

の指定の期間の変更について」、議案第11号「泉

南市立文化ホール条例の一部を改正する条例の制

定について」から議案第16号「泉南市漁港管理条

例の一部を改正する条例の制定」についてまでの

以上６件と議案第19号「泉南市立保育所設置条例

の廃止について」の以上計９件について審査いた

だくものでありますので、委員各位におかれまし

てはよろしくお願いいたします。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

きましては、委員会付託事件一覧表として、タブ

レットに掲載いたしておりますので、御参照いた

だきたいと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶のため発言を求めておりますので、これを許可

いたします。 

○山本市長 ただいま委員長のお許しを得ましたの

で、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 堀口委員長、添田副委員長をはじめ、委員の皆

様方には、日頃から市政各般にわたり、深い御理

解と御協力を賜っておりますことに対しまして、

深く敬意を表する次第でございます。 

 本日の委員会は、先ほど委員長から御紹介がご

ざいました計９件の議案について御審査をお願い

するものでございます。何とぞよろしく御承認を

賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますが、御挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 委員及び理事者に申し上げます。

質疑及び答弁につきましては、インターネット

中継を御覧の皆様に発言が分かるよう、御起立

いただきますようお願いいたします。 

 これより議案の審査を行います。議案の内容に

つきましては、本会議において既に説明を受けて

おりますが、議案第３号について、理事長から追

加の説明をしたい旨の申出がございますので、こ

れを許可し、その他の議案につきましては、説明

を省略し、質疑から始めたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、議案第３号については、追加

の説明を受け、その他については、内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定をいたしまし

た。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第３号「指定管理者の指定につい

て」理事者からの説明を求めます。 

○加渡福祉保険部長 議案第３号、指定管理者の指

定につきまして、さきの厚生文教常任協委員協議

会及び本会議における議案審議におきまして、説

明が行き届いていない内容がございましたので、

改めてお時間をいただきまして、説明をさせてい

ただきます。 

 説明の前に、お手元のタブレットに配信をさせ

ていただいております委員会３月15日フォルダに、

議案第３号の指定管理者の指定についての追加議

案を配信させていただいております。 

 資料の１－１から資料の１－４までの４種類に

ついては、新たな資料となり、資料の③から⑦に

ついては、これまで協議会のほうに配信していた

ものを、こちらのほうにも配信をさせていただい

ております。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 当初議案追加資料１－１です。泉南市総合福祉

センターの指定管理者業務仕様書新旧対照表を御

覧ください。 

 この新旧対照表において、自主事業や安全管理、

研修などの部分を、センター全体として捉えて記

載していたことに加え、追加の議案資料、議案追

加資料１－２、子どもが遊べる拠点事業仕様書新

旧対照表においては、具体性を欠く一部抽象的な

表現がございました。 

 そのため、子どもが遊べる事業に関して、趣旨、

目的について、選定委員の解釈の幅が広くなった
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ため、選定委員のイメージが広がり、業務内容が

仕様書の要求水準を超えたイメージとなり、その

まま指定候補者に求める流れとなったことから、

提出された提案を、泉南市総合福祉センター指定

候補者選定委員会において審査を行いました結果、

不選定となったもので、不選定となった理由や、

その仕様書の変更内容については、後ほど御説明

をいたします。 

 まず、指定管理者の指定手続について御説明を

申し上げます。 

 不選定後の指定候補者の選定に当たっては、泉

南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例第５条第１項２号の前条の規定による審

査の結果、指定管理者として適当な団体がなかっ

たときに基づき、市長等は当該団体と協議し、必

要と認める書類の提出を求め、前条第１項各号に

掲げる基準に照らして、総合的に判断することと

いたしており、この当該団体として当初不選定と

なった業者を排除することが規定されておらない

ことから、改めて当該団体として、国際ライフパ

ートナー株式会社と協議することとしました。 

 公の施設に係る指定管理者制度の導入に関する

基本方針においては、非公募により、指定管理者

を選定する場合は、選定委員会に諮ることなく、

指定候補者を選定するものとしていますが、公正

な立場で客観的に候補者としてふさわしい指定候

補者を選定するためにも、その審査を引き続き泉

南市総合福祉センター指定候補者選定委員会に依

頼することとしました。 

 なお、議案質疑において不選定となった団体を

再度審査することについて、御心配いただく御意

見もございましたが、再度審査に当たって用いた

選定基準については、さきに行った公募による審

査に用いた同じ選定基準であり、同じ審査方法、

同じ採点で審査を行ってございます。 

 選定手続に関する説明は以上となりますが、続

きまして、不選定となった理由及び仕様書の変更

内容について御説明申し上げます。 

 議案追加資料１－２、子どもが遊べる拠点事業

仕様書新旧対照表を御覧ください。 

 １ページ、子どもが遊べる拠点事業の旧仕様書

の第１、趣旨に、公共施設の中に大型遊具を設置

し、年間を通じて安心・安全な環境で乳幼児の子

どもが生き生きと遊べる空間を提供することを目

的とするとしていた一方で、２ページから３ペー

ジにかけまして、記載の旧仕様書の第３、指定管

理者が行う施設の管理運営に関する業務中（１）

の乳幼児の遊びの広場の４に、乳幼児遊びの広場

を管理する人員の配置（平日２名、土日祝日３名

以上）とのみ記載をしてございました。 

 次に、議案資料の２になります。泉南市総合福

祉センター指定管理者の指定についてを御覧くだ

さい。 

 ４ページの②選定結果に係る選定委員会からの

特記事項（「不選定」となった理由）の１行目か

ら３行目に記載のとおり、選定委員会は、旧仕様

書の第１、趣旨について、乳幼児の遊びの広場が

新たに始まることに伴い、総合福祉センターの利

用者は、子どもに対する理解を持ちながら、老人、

障害者、ひとり親と同様に、安心・安全に総合福

祉センターを利用できることが必須となってくる

と理解し、また、議案追加資料１－２、旧仕様書

の第３の（（１）－４）に記載をします乳幼児遊

びの広場を管理運営する人員の配置について、乳

幼児の遊びの広場に係る子どもと、対応するスタ

ッフの資格、経験の有無などを深く考慮しておら

ず、子どもの安全対策並びに緊急時の対応策など

が不足しており、新たな事業が始まるにもかかわ

らず、不安要素が多いと評価指摘されたものです。 

 改めまして、議案の追加資料１－２を御覧くだ

さい。 

 そのために１ページ、第１、趣旨に関しては、

施設設置者である本市が想定している乳幼児の遊

びの広場は、室内の公園のような空間で、保護者

が子どもを連れて入場し、保護者の管理の下で遊

んでいただくことを前提としており、その点、仕

様書の記載に十分趣旨が反映できておりませんで

した。 

 また、３ページの第３の（（１）－４）乳幼児

遊びの広場を管理運営する人員の配置に関しては、

公募期間中に参加意思を有する事業者からの質問

に対し、市は配置する人員については、専門資格

を有する必要はないが、子どもが好きな方が望ま

しいと回答し、選定委員に対する事前説明でも同
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様の説明を行っていました。 

 そのため、本市のこの認識を改めて明確にする

ため、１ページの新子どもが遊べる拠点事業仕様

書（改訂版）の第１、趣旨に、子どもが保護者の

管理のもとに、それと室内の公園のような空間と

いう文言を追加し、また、３ページの第３の（１）

－４、乳幼児遊びの広場を管理運営する人員の配

置について、配置するスタッフについては、保育

士等の専門資格を有することを、必ずしも条件と

していないということを明文化する趣旨で、「子

ども・子育ての知見がある方を優先的に配置」と

いう文言を追加しました。 

 次に、安心・安全の指摘についてです。議案追

加資料１－１、泉南市総合福祉センターの指定管

理者業務仕様書新旧対照表の12ページを御覧くだ

さい。 

 第７、施設の維持管理に関する業務の基準３、

秩序保持、安全業務において、総合福祉センター

の保持、その他、安全に関する事項の１つとして、

（３）で、災害・事故発生時における緊急対処業

務とのみ記載するだけとなってございます。 

 そのため、事業者からの提案についても、子ど

も緊急時の対応について、具体的な提案がありま

せんでした。そのため、この御指摘に対応すべく、

仕様の内容を追加してございます。 

 議案追加資料１－２の３ページを御覧ください。 

 新子どもが遊べる拠点事業仕様書（改訂版）の

第３、指定管理者が行う施設の管理運営に関する

業務に（５）のところで、災害・事故発生時にお

ける緊急対処についてとして、１点目に、利用者

の安全を第一に考え、乳幼児や妊婦に配慮した避

難誘導を行うこと。 

 ２点目に、泉南市総合福祉センターで実施され

る消防訓練及び避難訓練に参加することという内

容を新たに追加をしました。また、次の指摘とし

まして、改めまして、議案資料２の４ページ、②

の選定結果に係る選定委員会からの特記事項、

（「不選定」となった理由）を御覧ください。 

 ７行目から９行目に記載のとおり、また乳幼児

の遊びの広場が新たに始まり、今までと違った新

たなにぎわいを創出することができるが、特に魅

力的な自主事業の提案もなく、現状の総合福祉セ

ンターの在り方から脱却できていない印象は否め

ないと評価、指摘を受けました。このため、仕様

の内容を追加してございます。 

 改めまして、議案追加資料１－２の２ページを

御覧ください。 

 新子どもが遊べる拠点事業仕様書の（改訂版）

において、第３、指定管理者が行う施設の管理運

営に関する業務の（１）乳幼児の遊びの広場の１

に、乳幼児の遊びの広場の活性化につながる自主

事業等という項目を追加しました。 

 以上の新たな仕様書に対する国際ライフパート

ナー株式会社からの再提案の内容を精査しました

ところ、人員配置に関して改訂版の仕様書では、

再提案だった水準まで求めていませんでしたが、

指定候補者の自主取組として、スタッフの責任者

に、有資格者の配置や土日祝日のスタッフの増員

などの定員があります。 

 また、安全管理については、消防訓練、避難訓

練において、乳幼児や妊婦に配慮した避難誘導の

実施という項目の提案、指定候補者の自主取組と

して、子どもや保護者などへの見守るためのカメ

ラの設置や緊急対応のためのスタッフ専用携帯電

話の常備などの提案、また子育て支援センター

「ひだまり」との連携による子どもとの関わり合

いに関する研修の実施、定期的な大型遊具等の備

品の点検の実施、定期的な清掃、消毒及びごみや

おむつなどの廃棄物の提案がありました。 

 また、自主事業については、先ほどの人員配置

に関するもの以外の提案としては、次のとおりと

なります。 

 季節を感じられる季節の催しを行うということ。

それとテラスの窓ガラスを利用したお絵描き等の

開催、また、お誕生日に撮影会やバースデーカー

ドのプレゼンテーショント、また子どもたちと保

護者同士の交流会を行う。 

 また、テラスを活用したインスタ映えスポット

の設置と種植え体験の日、そういった催しを開催

するということ。またＷｉ－Ｆｉの導入により、

利用者が広場で子ども等を撮影し、保護者がイン

スタ等にすぐに投稿できるよう整備するほか、ま

たＢＧＭを流し、五感を通じた楽しい場の演出と

いう、こういう提案もございました。 
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 なお、１点目の人員配置に関しましては、有資

格者の配置を条件としていない上、指定候補者の

自主的な取組の提案内容は、さらなる加点要素と

なっていることに加え、いずれの提案内容も高得

点となってございまして、水準以上の評価となっ

ています。 

 以上のことから、適切な手続によりまして、国

際ライフパートナー株式会社が指定候補者となっ

たものでございます。 

 私の説明は以上でございます。御審査のほうよ

ろしくお願い申し上げます。 

○堀口委員長 それでは、これより質疑を行います

が、今説明を受けた内容についても議論をしっか

りと深めていきたいと思いますので、質問回数に

ついては、一定配慮したいと思いますので、その

点よろしくお願いいたします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

○河部委員 それでは、議案第３号について、ちょ

っと質問させていただきます。 

 これは、さきに開催された協議会、そして本会

議での説明においても、聞けば聞くほどよく分か

らないというか、なぜこんな形になってきたのか

なという疑問を持たざるを得ないような内容とい

うふうに私は受け止めて、ちょっといろんな資料

を見ながら考えております。 

 そもそもの議論として、現在もホームページに

掲載をされている、今回の総合福祉センターの指

定管理に関する募集要項を見ると、昨年８月１日

から募集要項等を配布して，現地説明会，あるい

は質問書等の受付などを行って，選定委員会が昨

年10月下旬ぐらいから開催をされて、本来は昨年

の12月議会に本議案が、予定であれば提案をされ

ているというふうに書いているんですけれども、

結局は不選定になったという理由で、現在この議

会になっているというふうに思うわけです。 

 実際、本会議のところで質問もありましたけれ

ども、極めてもう時間的にいうとぎりぎりで、言

えばこの４月から総合福祉センターの現在の指定

管理者の期限がもう切れてしまうという状況があ

る中で、この３月議会で、この審議をしなければ

いけない議会というものは、本当に判断をどうす

ればいいのかという、言えば賛成ありきでもう審

議しないと、４月以降にストップしてしまうとい

う状況が生まれてしまうわけですよね。 

 そういう意味でいけば、本当に議会にこれだけ

の内容がちょっと不明なものを突きつけられて、

判断を迫られているというのは、非常に、酷なこ

とをするなというふうには思うわけです、私はね。

その辺、どのように感じておられるのか、お聞き

をしたいと思います。 

 それと、今、仕様書の若干変更になった点など

も御説明いただきましたけれども、私の感覚でい

えば、仕様書というのは、その施設とか事業を取

り組む上においての設計図やと思うんですよ。 

 どんなことをする、何時から何時まで、どんな

人、どれだけの人を配置するとか、決められたも

のを市のほうでつくって、委託先の事業者に対し

て提案をして、この条件でできるところは手を挙

げてくださいね、応募してくださいねということ

やと思うんです。 

 それがもともと提案されていたものが不十分で

あったがために、最初の段階でこれは不選定にな

って、もう１回やり直す際に、仕様書、その設計

図がもう１回加筆された、修正されてきたという

ことで、私は今の説明なんかも含めて受け止めて

いるんです。 

 本来であれば、それが変わってきた段階でやっ

ぱり一からもう１回応募からやり直すというのが

本来の形やと思うんですけれども、やっぱり期限

の問題であるとか、あるいは現在の指定管理者を

前提に話が進められてきたということが否めない

なという点があるんですけれども、その点につい

ても、どうなのかですね、お答えをいただきたい

と思います。 

 今、変更をされた点でも、やっぱり幾つかちょ

っと疑問に感じるところがありまして、例えば子

どもの遊べる拠点の関係の仕様書なんかで見ると、

今までなかった分で「保護者の管理のもとに」と

いう文言が入ってきているということは、指定管

理事業者のほうでは、平日２名、あるいは土日祝

３名という人数は、これだけの人を配置して、あ

るいは子どものある程度の知見を持った方を配置

してくださいねというふうには書かれているんや

けれども、「保護者の管理のもとに」という一文
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を入れたことによって、やっぱり責任はあくまで

も保護者の方が、それぞれの自分のお子さんをき

ちっと事故なく安全に見守ってくださいねという

前提に、これはなってきているとは思うんですけ

れども、なぜこの部分が入ったのか、ちょっとそ

の辺の解釈もお聞かせいただきたいなというふう

に思います。 

 もう１つは、子ども・子育ての知見がある方を

配置してくださいねということで、この子ども・

子育てに関する知見があるというのは、誰がどん

なものをもって判断するのか、当然雇うのは指定

管理者である事業者やと思うので、事業者が何を

もってそれを判断するのか、あるいは保育士免許

を持っているとか、幼稚園教員免許を持っている

とか、なんかそういうものでもって判断するのか、

ここもちょっとまだグレーやなというふうには思

うんです。 

 市の考えとしては、この子ども・子育てに関す

る知見というものは、何をもって判断すればいい

のかというお考えなのか、お聞きしたいなと。 

 あまり長くなるとあれなんで、一旦ここで切り

ます。 

○藤原長寿社会推進課長 今回の総合福祉センター

の指定管理の流れにつきましては、先ほど委員の

御指摘のとおり、８月１日から９月15日、令和５

年度の周知期間を踏まえまして募集を行いました。 

 実際のところ、私どもも広く企業を募りたいと

いうことで、指定管理協会のほうにも、この情報

を流しまして、その結果１社のみの応募となった

というところです。 

 それから、この公募した上で、第１回目のとき、

第１回目というか、ブロポーザルをする中で、こ

の選定委員会にお諮りするということは、第三者

の方々からの採点の中で行われております。 

 実際、不選定となった流れの中で、非公募の場

合は、特段選定委員会にお諮りするところでない

場合も考えられるんですけれども、あえて今回第

１回目のときも特記事項というのがされておりま

す。 

 これは、第三者の委員の皆さんのそのときの議

論された内容というのが、公に示されております。

その中で、次の非公募で行っていく中で、現在の

選定されました国際ライフパートナーを非公募で

選んだ根拠にも、この特記事項の中を踏まえた上

で話を進めていくこととなりました。 

 また、これを実際、選定委員会に改めて諮ると

いうことは、同じ基準でというのも、先ほども御

説明したとおり、同じ基準で、同じ採点方法で改

めてしておりますので、実際のところ、この選定

委員会から今回候補者として選ばれた国際ライフ

パートナー株式会社さんというのは、一定の状況

下をクリアされて、今回議会のほうに上がってき

ておりますので、実際このクリアされた内容につ

きまして、今回この委員会のほうで御審議をして

いただいていると考えております。 

 また、やり直して改めてやるのに、実際のとこ

ろ、またタイトな日程がある中で、無理やりとい

うのではないですけれども、やったのではないか

というような御質問もあろうかと思うんですけれ

ども、実際のところ、今回改めて特例を使いまし

て、選定委員会を図るに当たって、市長なりが必

要となるべき書類等を、改めて提出していただい

て、それについて議論というか、審議、選定委員

会の中で物事を諮ることができるとなっておりま

すので、仕様書を改めて抽象的なものを具体化し

て、選定委員会の中で見えてこなかったところを

表すために、今回、仕様の変更に至ったと考えて

おります。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、まず保護者

の管理のもとにという部分を、追加したというと

ころの中で、責任は保護者になったという質問で

ございますけれども、こちらに関しては、当初選

定委員の説明、そして広報事業者への説明の段階

で、この保護者の管理のもとにというところで、

室内の固有のような空間という説明をさせていた

だいておりました。 

 その中で、最初の仕様書にそこが記載していな

かったというところが、正直私どものミスなのか

なというふうに考えてございます。そこが原因と

いうところもございまして、当初、加渡部長が説

明させていただいた委員の皆様の幅が広がってし

まったと、イメージが膨らんだというところにつ

ながるのかなというふうに考えてございます。 
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 それと、知見の判断でございますけれども、こ

ちらにつきましても、委員の皆様と候補事業者の

方の説明もさせていただいておりまして、まず子

どもに接した方、接していた方というか、そうい

うような活動なり、ＮＰＯなり、何らかの形で接

していた方というところと、子育ての経験のある

方というところの中で、こちらも加渡部長から説

明があったとおり、子どもが好きな方という言い

方を最初にさせていただいて、委員の皆様と、そ

して候補事業者の方に説明させていただいて、共

有をしていたところでございます。 

 以上です。 

○河部委員 ありがとうございます。結局、市とし

て、やっぱり今回の指定管理を出すに当たって、

昨年から子どもが遊べる拠点をあいぴあの中につ

くっていくということで、昨年の６月議会でも、

遊具の購入などの問題も含めて、ちょっといろい

ろ議論があったとは思うんですけれども、様々出

ていますように、これは山本市長のマニフェスト

も含めた１つの政策として、今回実施をされると

いうこともありました。 

 いろいろありましたけれども、やっぱり泉南市

の中に、室内のそうしたところができるというこ

とは、本当に子育て世代であるとか、様々な方々

にとって、いい事業だなというふうには私も思っ

ております。 

 ただ、やっぱり例えば今回であれば、管理運営

をしていく事業者の選定に当たって、何かやっぱ

りちょっと、新たにそういう場所を設けていくと

いう上においては、あまり何ていうんか、どうな

んかなという、やっぱり疑問を持たざるを得ない

ような資料提案であるとか、事業者の選定。 

 何も国際ライフパートナー自体が悪いとか、悪

くないとかということじゃなくて、これまで前管

理者であった社会福祉協議会に代わって、５年間

この事業者が管理運営をして、滞りなく管理運営

がされてきたというふうにも思ってるんです。 

 今回、新たに子どもが遊べる拠点がそこに加わ

ったことによって、やっぱり事業者のほうも再応

募する際に、戸惑いもあったんではないんかなと、

ノウハウであるとか、経験であるとか、そういう

ものも未知数な中で、自分のところでできるんや

ろうかというところもあったんかなというふうに

は思うわけです。 

 そういう前提にあって、最初の不選定という問

題が出てきたんかなと。言えば、議論を聞いてい

ると、市のほうも一定事業者に歩み寄った形で仕

様書のほうも変更していっているというふうに、

私のほうは思うわけです。 

 その辺、今回の指定管理を行うに当たって、例

えば別の考え方として、総合福祉センターの指定

管理は管理として、これまでやっていたような形

で指定管理を公募して、子どもの遊べる拠点の部

分は別の、例えば子どものそういう施設とか、保

育運営をしているとか、子どもさんに特化したよ

うな事業をこれまで経験として運営しているよう

な事業者に、別途事業委託をするとかいう考えは、

当初からもうなかったのかどうか。 

 もう１つのものやから、１つの事業者に任せた

らええやないかというふうな形で来たのかどうか、

そういったお考えも、今後の参考のためにちょっ

と聞かせていただきたいなというふうに思います。 

 それと、あと事業費の関係ですけれども、最初

に事業提案してきたときに、一応提案額というと

ころがあるんですけれども、15点満点中、これは

６点ということで、かなり半分以下の数字になっ

ているんですけれども、ここには数字は入ってい

ないんですよ、金額がね。 

 それで、２回目が選定されたときの枠には15点

満点中９点で、指定管理料としては9,690万円と

いう数字が一応入っているんですけれども、この

数字というのは、市が応募する要項の中に書かれ

ている上限、ほぼマックスの数字になっているん

です。 

 これまで、例えば実績として見た場合、令和元

年、令和２年、令和３年、大体平均して7,900万

円ぐらい、年間、指定管理料として支払われてる

んですけれども、これはやっぱり子どもの遊べる

拠点を付加したために、例えば2,000万円ぐらい

ここに上乗せをしているのかどうか、その辺もち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、資料を見ると乳幼児の遊べる広場の新

設に係る年間経費ということで、人件費も含め

て682万円ほど経費がかかりますよというふうに
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あるんですけれども、この数字の根拠というのは

一体何なのかね。 

 人件費、平日２名、土日祝日３人を置く中での

人件費も含めての経費であるならば、あまりにも

金額的に低くないんかなというふうには思うんで

すけれども、この数字の根拠なんかも教えていた

だきたいと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 まず、指定管理料の考え

方につきまして御説明を申し上げます。 

 今回の指定管理料の考え方につきましては、令

和元年度の決算額をベースとして、１つとして係

数、開館日の増加、また高齢化率、65歳以上の高

齢者の人口を踏まえまして、全体を設定いたしま

した。 

 乳幼児の遊びの広場につきましては、歳入とし

て約200万円を見込んでおります。また、歳出と

して約600万円を見込んでおります。 

 なお、光熱水費につきましては、現在の高い金

額で見込んでおります。また、ＥＳＣＯ事業の削

減率を700万円と見込んでおります。令和５年度

と同じ形態で総合福祉センターが運営された場合

は、今後は8,567万1,000円を指定管理料として見

込んでおります。 

 乳幼児の遊びの広場と令和６年以降の開館日の

増加を伴う指定管理料を1,132万2,000円と見込ん

でおります。トータルいたしまして、１年分の指

定管理料の上限額を9,699万3,000円と設定いたし

ました。 

 委員の御指摘の国際ライフパートナー株式会社

の提案額につきましては9,690万円の提案が出て

まいっております。また、第１回目の部分につき

ましても、提案額は２回目と同額となっておりま

す。表記の指導の中で、その辺は表記していなか

ったというところで御理解ください。 

 また、乳幼児の遊びの広場の部分で、テラス等

を含みまして、新設に係る年間経費を見込む部分

につきましては、人件費として625万6,017円、遊

具の修理等を10万円、高熱水費を15万円、また券

売機等のリース代等を11万4,000円、遊具の保守

点検料を20万円、総額682万17円で見込んでおり

ます。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、あいぴあの

管理とは別に、子どもの遊び場についてというと

ころで、委託等の検討はどうかというところなん

ですけれども、別途委託等のという話は、最初は

当然視野に入れておりました。 

 ただ、指定管理の中で組み込むという流れを考

えるほうが、全体的な経費の削減というのが考え

られるというところを大前提にしました。 

 また、利用料も指定管理者のほうに入るという

ところで、そちらの部分も歳入を指定管理全体で

というところのほうがいいんじゃないかというよ

うなところを考えました。 

 団体受付とか、その他の受付に関しても別で、

この乳幼児の遊び場の２階のところで受付するよ

りは、一括したこの部屋の管理ができるのかなと

いうところです。 

 とにかく、今回民間の指定管理の方の営業努力

というか、そういうところも、当初から期待して

いるところがございまして、その辺の相乗効果と

いう部分も加味しました中で、一体的にやってい

こうというふうに判断しました。 

 以上です。 

○藤原長寿社会推進課長 今回、指定管理の今、奥

野課長のほうからも御説明がありました。また、

仕様の中でも、複数の法人等による応募は可能で

あるというところも、今回仕様の中に入れさせて

いただいております。 

 指定管理協会のほうに私どもが投げたのは、大

手玩具メーカーとかが登録されておりましたので、

そういうところが、こういう合同で手を挙げてい

ただくということが、非常に期待できるのではな

いかという思いもありまして、広く公募をかけた

経緯がございます。 

 以上です。 

○河部委員 もう、ちょっと長くなっているので、

ほかの委員の方も質問があると思いますので、も

うこの３回目で終わりにしますけれども、ちょっ

とやっぱりもう一度、この子ども、乳幼児の遊び

広場の年間経費のところで、人件費の625万6,017

円のその根拠ですね。 

 一応、市の提案、あるいは市のほうからは２名

から３名をそこに配置するというふうになってい
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るんで、これを例えば、今、泉南市の任期付職員

とか、市のアルバイト、最低賃金も含めて考えた

ときに、この数字の根拠というのが、どういうふ

うにはじき出されたのかというのをお聞きしたか

ったので、改めてもう１回お聞かせいただきたい

と思います。 

 やっぱりこの４月以降、新たな指定管理事業者

が、新たな事業も含めた形で総合福祉センターを

管理運営していくということで、やっぱり市長の

提案するこの施策、事業がある中で、４月下旬か

らもうスタートするということで、チラシ等も３

月広報でしたか、たしか広報にも載っていたよう

に思います。 

 やっぱり成功させなければいけないというふう

には、私も思っているので、そういう意味では、

やっぱり事業がスタートしていって、何かトラブ

ル続きというふうになっても、事業自体にけちが

付いてしまうのと違うんかなというふうに思うの

で、やっぱりこの事業を成功させるために、何と

してでも市としてはやっていくんだみたいな、ち

ょっと思いなんかも、最後に市長からでも聞けた

らありがたいかなというふうに思うんですけれど

も、どうでしょうか。 

○山本市長 この間、この１年にわたりまして、新

たに屋内で子どもたちが遊べる拠点というところ

の様々な議論を、本当に建設的に議員の皆様には

していただきました。 

 まさに、今回この議案の提出に当たりまして、

協議会からございまして、なかなか資料の出し方

を含めて、やはり課題が残る議会となりまして、

反省をしてございます。 

 この件に関しましては、私が就任をしてから、

資料の出し方という議論をしているわけですけれ

ども、やはり協議会が始まるまで、どれぐらいの

タイミングで資料を議員の皆さんにお示しができ

たのか、協議会が始まるまでに、一定の資料の作

り込み、ここはもう少し手厚めのほうがいいんじ

ゃないかとか、様々な議論があると思います。 

 こういった過程があって協議会に入ります。協

議会の中で、また様々な指摘があり、それを踏ま

えて、委員会に向けて作り込みをしていくという

わけです。 

 まさに協議会から委員会に移るまでの間に、今

回資料が多く皆さんにお示しするということにな

りましたので、やはり時間が限られているのであ

れば、このような資料の出し方は、やはり協議会

の前の段階で出すほうが、やはり議論としては闊

達にできたであろうというふうに思います。 

 こちらに関しましては、反省点として持ち帰っ

て、庁内でどのようにして対応していくのがいい

のかというのを、検討させていただきたいと思い

ます。 

 あいぴあ全体につきましては、やはり就任をし

てから、施設の使用率といいますか、部屋がどれ

だけ使われているのかというものを積算をしてい

きますと、やはり施設全体の中のほとんど使われ

ていないか、もう使われていないものが35.6％と

か、それぐらいです。 

 全てが、1,332.1平米のうちの利用率の少ない

もの、もしくは使われていないものが473.8平米

ございましたので、35.6％が有効に使われていな

いというところに対しての課題がありました。 

 そちらに対して、やはり後半戦、まだまだ使え

る施設でありますので、これをどういうふうに限

られた財源の中で生かしていくのかという視点に

立ちまして検討する中で、やはり子どもたち、そ

れから未就学児のお子さんをお持ちの保護者の方

からの様々な声を参考に、新たに大きなものを作

るというのは、なかなか予算上難しいところがあ

りましたので、この中の空間を使って、屋内でも

公園のように遊べる空間をということで、作らせ

ていただきました。 

 まさに、今回市として、このように政策をつく

り込んで、未就学児の子どもたちのそういった拠

点をつくるというのは初めてのことでございます。 

 ですので、まだまだ課題が多いところもあるか

と思いますし、まさに協議会でも御指摘いただい

た点は、自分のメモのほうにちゃんと列記をして

おりますので、この辺りに関しましても並行して、

皆さんに、より使ってもらいやすい施設運営に向

けて、行政も指定管理者に管理をお願いして終わ

りではなくて、やはりここに関しましては、市と

してもしっかりと見ていく必要があろうかと思い

ます。 
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 今回は、先ほども答弁がございましたけれども、

やはり仕様書の中身についての変更の部分、大き

く変わっているものではないんですけれども、要

は選定委員さんとの情報の共有であったりとか、

そういったところに課題が残ったわけでございま

す。 

 本会議でも指定管理制度自体を、どのようにし

て市として捉えていくのかというところも、時代

の流れとともに、10年前、15年前の指定管理者制

度とはまた少し違った側面も出てきておりますの

で、この辺りは本会議での御指摘、それから本委

員会での御指摘を参考にしながら、より良い市政

運営のほうに反映させていただきたいと考えでご

ざいます。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、人件費につ

いてお答えさせていただきます。 

 人件費につきましては、１日の単価を出させて

いただいて、これをおおむね最低賃金から割り出

しているんですけれども、若干、営業時間よりも

少し多めに計算させていただいて、そこから平

日115日あるということで計算させていただきま

した。 

 それと、土日祝の1.25％の割増しの部分の単価

を、また土日祝が192日ございますので、そこを

合わせていただいて、１人分で257万6,400円程度

の数字が出ましたので、それを２人ということ

で515万3,000円程度の金額を出させていただきま

した。 

 そこにさらに土日祝をもう１名増員ということ

で、土日祝の単価に115日を掛けさせていただい

て、先ほどの515万3,000円程度から足させていた

だいたのが625万6,000円程度の金額ということで

ございます。 

 以上です。 

○石橋委員 お願いいたします。まず、質問の前に

私の期待を、この子どもの遊びの広場は、インク

ルーシブ公園になり得る遊びの広場と期待してい

ます。それは一部ではありますが、子どもによっ

ては、温度調整が非常に難しいお子さんにとって、

屋内で遊べるというのは大きなことですし、設置

された遊具が、今までの道具やったらちょっと違

和感があった子が、お母さんにとったら、何かこ

の子、ここの広場の道具はすごくなじんで遊んで

いるんですよというのも期待できるから、それぐ

らい、いろんな現地に行かれて遊具も検討されて

きたと思います。 

 ごく一部になりますけれども、支援を必要とさ

れているお子さんをお持ちの保護者の方というの

は、謝ることが多い生活を送られていると思いま

す。 

 大きな声を出したりとか、ちょっと動き出して、

とにかく「すみません」「ごめんなさい」みたい

なことが減る可能性も持っておりますし、保護者

同士の話合いの場、そういうものがこの遊びの広

場にはあると、本当に僕は期待していまして、そ

の中で質問をさせていただきます。 

 検証という点なんですけれども、いわゆる最初

は不採用になりました。次に、委員の方の御指摘

がありました。そして協議会、議会でちょっと説

明が足らないということで、なぜこうなったのか

というのは、ターニングポイントとしては３か所

あったと思うんです。 

 それぞれどういう検証をされたのかというのが

１点目です。 

 それと追加資料１－２の３ページ、（５）災

害・事故発生時における緊急対応についてが、新

たに記載されていることが非常に驚きました。こ

れが書かれていないということの指摘をされたか

らということもあるんですけれども、この時代に

これを新たに書くということが、なぜそうなった

のかということ。 

 前回の資料でスケジュールをお願いして、今回

は追加資料１と２ということで、一定書かれてい

るんですけれども、この場に及んでだったので、

もうちょっとスケジュールの内容が、例えば、先

ほどの安心・安全という意味では、防災訓練をこ

うするであるとか、そういった部分です。 

 実際の担当者の方は、そういうスケジュール、

○○先生を呼んでとかいうのもあると思うんです

けれども、その辺は１月１日に能登半島地震が起

こって、１月２日に飛行機の事故があったときに、

規模が全然違いますけれども、ＪＡＬの方のふだ

んの危機管理が行われていたから、ああいうこと

になったということ等も踏まえると、もうちょっ
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とスケジュールが具体的になぜ出てこなかったの

か、もしあったら、それを教えてほしいと思いま

す。 

 あと、河部委員もおっしゃっていた682万円の

根拠が分かったんですけれども、先ほど子ども・

子育てに知見のある方というふうに書いてあるん

ですけれども、これをもし有資格者やったら、最

低賃金という前提が崩れると思うんですけれども、

その辺は、配慮されなかったのか。 

 以上、お願いいたします。 

○藤原長寿社会推進課長 まず、それぞれで一定、

そのターニング、チェック的なポイントがあった

でしょうという御指摘でございますが、実際のと

ころ、令和５年８月１日から募集が始まりまして、

第３回の選定委員会、令和５年10月26日、プレゼ

ンテーションテーションによる審査のときでござ

います。 

 ここのところで不選定ということになりました。

今回、実際この選定委員会を進めるに当たりまし

て、この採点方法につきまして、それぞれの委員

の方が、やはり大学の学識の先生とか、それぞれ

障害者の関係の団体の人とか、専門分野があると

いうことで、選定委員会の中の委員の皆さんで話

し合われて、合議制で行うほうが、今後皆さんの

中でいろんな意見を共有して、意見を公開しなが

らまとめていく方法が採点しやすいということ。 

 また、委員で話し合うことによって、より市民

サービスを提供できる施設として発展させるビジ

ョンが見えてくるんではないかという意見の下、

ここで採点方法につきましては、全員が話し合う

合議性が取られることが、この選定委員会の中で

決定されております。 

 それと、ここの選定委員会の合議制の中で、プ

レゼンテーションテーション等を行う中でも、や

はりこの特記事項というのを付して、委員会の中

で議論された内容を、広く皆さんにお示しさせて

もらうのと、これから泉南市の総合福祉センター

が、多くの方々に利用していただけて、にぎわい

のある施設となることを、市のほうなり、指定管

理業者が決まった中で、そちらにお伝えするのが、

この選定委員会の中での１つの使命ではないかと

いう議論もなされた中で、この特記事項というの

が付されました。 

 この特記事項が付されることによりまして、第

三者の方の御意見というのが、非常に明確になっ

たというのが、この不採択になったときのところ

であっても、次の段階に移るに当たって、この特

記事項の中に、やはり今までの管理を、国際ライ

フパートナーさんが４年半滞りなくやってこられ

たというところの評価というのが、非常に顕著に

表れていました。 

 また、今回、総合福祉センターを全体的に見直

す中で、３割強、全総合福祉センターの面積の中

で本当に26年間、時代が変わりまして使われてな

い部屋、倉庫代わりになっているような部屋とい

うのがありました。 

 実際、今回総合的に外壁の工事、ＥＳＣＯ事業

を導入してやる中で、より一層稼働率を上げると

いう目的で、これを進めていっております。 

 この点につきましても、第三者の選定委員会の

中でも、市のほうの考え方とか、その辺は事務局

のほうで十分お伝えはさせていただいております。 

 また、指定候補者が、現地説明会のときも１つ

ずつ部屋を回りまして、また子ども部のほうの所

管の「ひだまり」さんとか、その辺は子ども部の

ほうがしっかりと説明をして、また質問書が出て

きた内容につきましても、市のほうも内容を的確

に回答させていただいております。 

 １つは、そういう不選定となった中でも、特記

事項を踏まえて、第三者の方がしていただいてい

る意見の下、非公募で行いました。 

 続いて、非公募で行う中で、やはり深く議論を

次の選定委員会の中でも求める必要があるという

ことで、抽象的であったところを、仕様書をより

一層加筆して、その点についてのプレゼンテーシ

ョンテーションを受けるということが、この選定

委員会の同じ基準で、同じ採点方法でやる中で、

やはりそれが一番適切ではないかというのも、選

定委員会の中でも議論がなされ、その仕様書に加

筆をするということが決まったということでござ

います。 

 最終的には、今回内容を審査する中で、これも

議論があったのが、加筆した内容だけの審査をす

るべきかという議論も交わされたんですけれども、
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やはり一から全部の提案書を改めて出していただ

いて、改めてプレゼンテーションテーションを受

けて、選定委員会、同じメンバーで採点をすると

いうのも、この選定委員会の中でお決めいただい

て、その中で、この合格点というのが最終的にな

って、ここの国際ライフパートナーさんのほうが、

現在指定候補者として選ばれましたので、そうい

う幾つかのポイントのところは以上でございます。 

○堀口委員長 ごめんなさい、災害のことに答えて

くれたのかな。 

○加渡福祉保険部長 災害時の避難についてお答え

を申し上げます。 

 あいぴあは福祉の避難所にもなっている施設と

いうことですけれども、災害、地震が起こった場

合とか、そういう訓練はしてございます。マニュ

アルもございます。 

 それ以上に、この施設に子どもさんと親御さん

が来られて、例えばちょっと外に出る、トイレに

出る、そういうときに災害が起こったとしたらど

うするのかというところ、そういった観点の質問

から、こういった記載を加えさせていただいたと

いうことになります。 

 耐震基準を満たした施設でもありますので、完

全に倒壊というような心配はない施設でございま

す。マニュアルもございますので、その辺は安心

していただけるというふうに考えてございます。 

○堀口委員長 ちょっと部長、確認やけれども、こ

れ、マニュアルはあいぴあが持っているマニュア

ルですか。りるぱはりるぱで、子ども向けのマニ

ュアルというのは要ると思うんやけれども、これ

は考えられていないんですか。 

○奥野家庭支援課長 それでは、まず最初に、子ど

もの部分の仕様書の災害・事故発生時の緊急対処

についてという文言を追加したというところにつ

いてなんですけれども、もともとこの総合福祉セ

ンターの仕様書と、子どもの仕様書というのは一

対でという考え方で、委員の皆様と事業者の皆様

には説明しておりました。 

 そういった中で、総合福祉センターの仕様書の

中にも、総じて子どもの部分を記載した部分もご

ざいました。子どもの仕様書の一番最後のところ

にも、その他で記載しているんですけれども、こ

こに書いてないその他の管理については、この総

合福祉センターの仕様書等々に準ずるものとする

というふうに記載させていただいておりましす。 

 その説明も当初からさせていただいていたとこ

ろなんですが、こちらも最初の御説明のとおり、

なかなか幅が広過ぎて、子どもの部分で、なかな

かイメージが広がったというところもあって、御

指摘もあったというところで、改めてここにきっ

ちりと記載しようというところで記載させていた

だいたということでございます。 

 それと、次に、スケジュールの案を示させてい

ただいた中で、防災訓練等のところなんですけれ

ども、こちらにつきましても、事業者のプレゼン

テーションテーションにもございました。防災訓

練をやりますと。館全体の防災訓練の中で、乳幼

児、子どもに関するエッセンスも入れながらやっ

ていきますというところで、その日程等について

は、ちょっと私ども、今のところお答えできない

んですけれども、年間を通してそれをやりますと

いうようなプレゼンテーションテーションがござ

いまして、現在でもそれはあいぴあ、指定管理と

してやられているというところですので、そこに

子どもの部分も入れてやっていきますというよう

なことを聞いてございます。 

 あと、最低賃金のところで、知見をというとこ

ろを記載させていただいた中で、金額等々という

御質問なんですけれども、こちらにつきましても、

当初から有資格者というのは求めていないという

ところでございまして、その辺の部分で積算させ

ていただいたというところでございます。 

 それとあと、委員長からの御質問、マニュアル

でございますけれども、こちらにつきましても、

現在指定管理候補者と協議をしてございます。 

 そういった中で、指定管理候補者のほうで運営

マニュアル等をきっちりと作成するというような

回答をいただいているところでございます。 

 以上です。 

○小井健康子ども部長 私のほうから補足をさせて

いただきます。 

 先ほど奥野課長より答弁さていただいた乳幼児

の遊び場のスタッフというところで、必ずしも有

資格者を配置するという求めではございません。



 

-12- 

そこで、選定委員からの指摘を受けて、指定管理

業者が優先的に資格のある方を採用するというこ

とになりましたが、予算的にはそれを上乗せして

予算を組むというわけではございません。先ほど

説明した経費で、指定管理業者の中で回っていた

だくということになります。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私の先ほどの答弁に対するち

ょっと補足ですけれども、本体の総合福祉センタ

ーのところの新旧対照表の12ページのところの３

番で、秩序保持安全業務ということを記載してご

ざいまして、そこのところに（２）の利用者の安

全確保業務だとか、（３）の災害・事故発生時に

おける緊急対処業務というふうに記載してござい

ます。ここに準ずるという趣旨で御説明はさせて

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○石橋委員 ありがとうございます。分かりました。

国際ライフパートナーさんは、本当に先ほど河部

議員もおっしゃったように、前管理者から引き継

いで、一定の仕事をされていると思いますけれど

も、指定管理料の話になったとき、議会でビル管

理としては一日の長があるというようなお話があ

ったと思います。 

 そこで補っていく云々があって、確かにそうい

う部分では、一日の長があると思うんですけれど

も、やっぱり子ども・子育てという部分のソフト

の面に関して、プレゼンテーションテーションの

中で話し合ってやっていけるだろうという話もあ

ったと思うんですけれども、実際、我々も議会で

行財政改革課から説明を受け、福祉保険部から説

明を受け、健康子ども部から説明を受けという、

３か所から受けています。 

 でも、実際にされるのは、国際ライフパートナ

ーさんが１か所でやるという意味で、そのプレゼ

ンテーションもやっぱりそれぞれが分かれて説明

をされて、それを請け負ったということになるん

でしょうか。 

○藤原長寿社会推進課長 今回のプレゼンテーショ

ンテーションにつきましては、先ほども申し上げ

たとおり、新たに子どもの遊びの広場が出来上が

るということで、本来でしたら１つの仕様書で、

今までの管理運営にプラスして、子どもの部分の

仕様書を作ればよかったんですけれども、実際の

ところ、その辺は、より一層、既存の施設であり

ながら、新たな指定管理が発生いたしますので、

そこを明確にするというのが、この仕様書を別に

した理由となっております。 

 また、指定管理料というのは、今までの実績と

これからの見込みというのを、市のほうで積算は

しております。 

 その中でも、今回、指定管理のほうの自主事業

を、民間の活力を利用させていただいて、より一

層にぎわいを持てるような自主事業を展開してい

ただきたいという思いがございましたので、そこ

で出てきた収益というのは、全て指定管理者のほ

うに収益が入るということで、当初の仕様のとこ

ろから書かせていただいております。 

 民間のほうで頑張っていただければいただくほ

ど収益が上がってこようかなと期待をいたしてお

ります。 

○楠委員 それでは、お聞きしたいと思います。 

 今回、経過も説明いただいて、やはり指定管理

の応募が１社だったというところが、やはりちょ

っと考えないかんのかなと思っているんです。 

 今回のこの子どもが遊べる拠点事業、本当に子

育て世代の方の声を聞いて進めていくという中で

は、ぜひ進めていかなあかんことやとは思うんで

すけれども、やはりスタート時点が決まっている

というところで、この間ちょっとバタバタといい

ますか、こういう結果になってしまったのではな

いのかなというのは感じています。 

 最初に不選定から選定になるところで、話合い

をするんですけれども、やっぱり仕様書が抽象的

だったと、それを具体化して話しする中で、国際

ライフパートナーさんが請け負うと。国際ライフ

パートナーは実績があるので、そのまましてもら

うということです。 

 本当にこの指定管理料の9,690万円で賄えるの

かなというのをちょっと思っていまして、具体化

する中で、研修におきましても、人権研修等を実

施し、が具体的に老人、障害者とか、母子も入っ

て、子どもとの関わり合い方、子どもと大人の健

康に関する事業ということで、こんだけ研修が増
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えると。 

 あと、避難訓練も足したといいますか、仕様書

に書いたということでいうと、避難訓練もしてい

かなあかんということで、避難訓練も年１回で本

当に足りるんかというところでいうと、何回もし

ていかなあかんとかあります。 

 あと、議案資料の５のところでも、自主事業、

自主取組というところで、カメラも設置するとあ

りますけれども、カメラを設置してもうて、結局

見る人、人員は平日でいうと２人しかおれへんの

で、受付の人が見るだけになるのかなと思うと、

本当に安全が守れるのか。 

 カメラはセコムに頼むんか、その辺もちょっと

分からないですけれども、これは自主的に取り組

んでもらうように頼むと。スタッフにも携帯を持

ってもらうというたら、契約料が要りますよね。 

 人員配置のところでも、平日は２人で土日祝が

３人で、自主的に土日は増員をしてもらうという

ところも書いているので、これプラスになってく

るのかなと考えます。 

 あと、自主事業もいろいろ考えていただいてる

ので、本当に後出しみたいな形で、押しつけでは

ないですけれども、国際ライフパートナーは、本

当に大変なのと違うかなと。 

 本当に、この金額でしていただくと、声を上げ

ていただいていますけれども、企業努力で賄える

量なのかなというのが、ちょっと思っています。 

 ＥＳＣＯ事業のこととかも答えていただいたけ

れども、これから始めることで、どんだけ収入が

入るかも分かりませんし、利用料に関しても団体

割があったり、あと年間でいうと1,000円やから、

年パス買ったら、もうそれ以上は入ってこないと

いうことになりますしね。追加の時間とかもあり

ますけれども、その辺をどう考えているのか、お

聞きしたいと思います。 

○加渡福祉保険部長 指定管理料の件でございます

けれども、やはり今の時代、人件費を抑えるとか、

そういった考え方ではなくて、やはり上げていか

なければならない。当然、年次別に指定管理料も

上がっていくのは、これは当然のことだと考えで

ございます。 

 そんな中で、昨年度の実績を確認しますと、赤

字になっているということで、物価高騰対策の中

で支援金を給付させていただいて、今回の補正で

もお願いをしているところです。 

 やはりこの施設の、特に子どもの部分の施設充

実、この辺りの経費がかさんでくるようであれば、

当然、指定管理者と協議をしていく必要があると

考えています。 

 また、前回協議会でも御指摘いただきましたけ

れども、遊びの広場の現在の使用状況が、今のデ

ジタルで確認できないかとか、予約できないかと

か、先方にこういった話があったということは伝

えてございますので、その辺をまた反映するに当

たる経費が必要であれば申し出てくださいといっ

たことです。 

 住民サービスにつながるようなところで経費が

かさむんであれば、これは当然市のほうで負担す

べき経費だと考えでございますので。またその辺

は検討させていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○藤原長寿社会推進課長 今回のカメラの提案とか、

いろんな提案を国際ライフパートナーさんのほう

が、２回目のプレゼンテーションでしていただく

ことができております。 

 これは実際のところ、プレゼンテーションテー

ションが30分、質疑が30分、１回目の時点では、

なかなか子どもの遊びの広場の関係について質疑

を、まだまだ委員の方が聞きたいところもあった

かも分かりませんけれども、時間的な制約という

のがございました。２回目も、同じ30分、30分で

行っております。 

 それを、より一層具体に内容を掘り下げて、プ

レゼンテーションを受けるためにも、この仕様の

変更は必要ではないかという議論が、委員会の中

で交わされた中で、これをちょっと加筆したとい

う流れになってきております。 

 また、この２回目のプレゼンテーションの収支

報告予定表におきましても、実際の１回目も同じ

でしたけれども、条例に載っている部屋の使用料

の20％減の提案になっております。これは、企業

の考え方だと思うんですけれども、使用料を下げ

ても、人がたくさん貸館ができるでしょうと。ま

た有資格者なり併せて見守りのそういう防犯カメ
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ラを設置することによって、より一層安全面を高

めることも、この経費の中に含まれております。 

 その辺は、今回、委員の中でも税理士の先生も

おられ、この収支のところは、その方がしっかり

見ていただく中で、皆さんと合議制の中でお話合

いというか、採点のところではされていっており

ます。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、人員配置の

ところで御答弁させていただきます。 

 二、三人という質問がございましたけれども、

当初、図面を見まして、そこに大型遊具を置いて

「ひだまり」等の専門職にもいろいろと確認した

中で、保護者の見守りのもとにというベースの中

で、人数がどれぐらいが適切かというところで、

視野のところも入れまして、平日は２人で、土日

祝は３人が適当なのかなというような判断をさせ

ていただきました。 

 以上でございます。 

○楠委員 お答えいただきました。企業としてスタ

ートすると決めたからには、収益を出すために努

力してやっていただけるとは思いますが、経費が

かかる分をしっかりと精査といいますか、提案さ

れたことには考えてもうて、やっぱり市として安

全・安心が一番大事ですので、進めていってもら

いたいと思います。 

 保護者管理のもととなりますけれども、市の建

物で遊んでもらうという中では、子どもはやっぱ

り私たちが大人というか、想定していないような

遊び方をして、けがをしたりというのもあります。 

 ネットでも見てみますと、ボールプールでやっ

ぱり骨折とか、そういうのも商業施設のほうです

けれども、あったりするので、やはりけがなく安

心して遊べる体制づくりと、国際ライフパートナ

ーさんと協力をしていっていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○井上委員 それでは、今回様々な御指摘につきま

しては、先ほど山本市長からも、今後改善をして

いくというような御答弁もいただきました。 

 今回、指定管理者に対しての要項というものが、

これまで指定管理者に求められていたことと、そ

して、これから求められていくことというのは、

大きく変わっていくタイミングであると思います

ので、その過程において、行政が求めているもの

と、指定管理者が認識していることというのが、

なかなか共有するのに時間を要したのかなという

ふうには思っています。 

 ただ、これからに関しては、しっかりと指定管

理者と意見交換、話合いをすることで、行政が求

めているものと、さらにはそれに対しての意見な

んかもしっかりと酌み取っていただいて、より良

い施設運営をしていただきたいなというふうには

思っております。 

 そこで、先ほど楠委員も１社のみというところ

でというお話をされていたんですけれども、やは

り今回とは限らないんですけれども、今、この泉

南市でこういった指定管理者を選定するに当たっ

て、やはり応募者が１社しかないという事案が多

いのかなとはというふうに思います。 

 先ほどからの御答弁でも、指定管理協会のほう

に情報提供して、複数応募いただけるように取り

組んでいるとはおっしゃっていただいているんで

すけれども、現状としてやっぱり１社しかないと。 

 今後も、やはり複数応募していただくというこ

とが、この泉南市の公共施設の活性化に向けては、

必要なことだと思うんですが、今やっていただい

てること以外に、どういうことをすれば、この複

数応募をしていただけるのか、現在どういった御

見解か、お聞かせいただけたらなと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 今回、私どもこの総合福

祉センターを、より一層稼働率を上げて、できる

だけ多くの市民の皆さんに、この施設を使ってい

ただきたいと、それを指定管理のほうに委ねてい

くという方向性が決まる中で、いろいろ全国的な

指定管理の仕様書とかも、参考にさせていただき

ました。 

 ある市では、お城とかがあるところは、やはり

そのにぎわいを創出するために、指定管理のほう

で行われた事業収入が、指定管理のほうに入ると

いうことで、より一層魅力ある指定管理の施設に

なるというところもありました。 

 今回は、ぜひともにぎわいを創出するために、

この自主事業の収益というのは、やはり指定管理
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者のほうにお渡しして、より一層子どもの遊びの

広場に来られた保護者の方、また指定管理のほう

が実施する、例えば映画会とか、また季節によっ

て今回もサンタクロースとか、そういうことを自

らいろんなイベントをやっていくということで、

無料にする場合もあろうかと思いますけれども、

いろんな発想でやっていただくということが、こ

の公共施設の総合福祉センターの今後の指定管理

の在り方の１つの事例としてなればいいのかなと

考えております。 

○井上委員 ありがとうございます。そこで、先ほ

どからも、山本市長からも、使用率が35％ほどし

か使われていなかったというようなこともありま

したし、先日の協議会で私のほうからも、この稼

働率をしっかりと上げていくに当たって、目標も

お聞かせいただきました。そのときに、現在11％

から15％を目標に取り組むというお答えもいただ

いております。 

 そこで、簡単にで結構なんですけれども、こ

の11％という稼働率の算出方法についてちょっと

教えていただきたいなと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 11％を設定した根拠につ

きましては、泉南市の今の貸館の中で、研修室１

とか２は非常に貸館の率が高くなっております。

その中でも一定、大会議室の稼働率を全体的なも

のと合わせながら11％というのを設定いたしまし

た。 

 この後、多くの方が訪れて稼働率が上がる中で、

一定この15％をめどにしたいということで、全て

の部屋が毎日フル稼働するんでしたら100％とい

う設定ができるんですけれども、なかなかそうい

うわけにはいかないというところと、既にたくさ

ん使われている部屋の稼働率を根拠にするという

わけにもいかないというところで、11％をそうい

う形で設定いたしております。 

○井上委員 ありがとうございます。この稼働率を

上げていくに当たっては、現状の稼働率をきちん

と把握するということが、まず大事かなというふ

うに思っています。 

 議案資料の３でお示しをいただいている図のほ

うを見させていただきますと、ピンク色で示され

ている箇所が貸し室というふうに示されておりま

して、それ以外の部分が、基本的には行政目的を

持って使われている場所だというふうに認識をし

ています。 

 要は、ピンク色の貸し室の部分の稼働率をしっ

かりと上げていくことで、指定管理者の収益がし

っかりと上がっていくのかなというふうにも認識

をしております。 

 この貸し室の稼働率、部屋ごとの稼働率という

のをしっかりと把握をして、それを見える化して

いく必要があるのではないかなというふうにも思

っているんですけれども、その点の算出方法等に

ついて、ちょっとご見解をお聞かせいただきたい

なと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 実際、今この長寿社会推

進課のほうの総合福祉センターで、指定管理者と

どういう調整を取っていっているかと言いました

ら、毎月月例の定例会をいたしております。これ

は国際ライフパートナーさんの本社のほうからも

人に来ていただいて、また、私ども長寿社会推進

課のほうと、またそのときは、その時点での課題

を抽出いたしまして、これをどう解決していくか

という会議が毎月開かれております。 

 さらに、今回、総合福祉センター運営協議会と

いうのがございます。これは大体年に１回は必ず

開いております。この会議のメンバーにおきまし

ては、学識の大学の先生、また民生委員児童委員

協議会、また母子福祉会、身体障害者の福祉会の

皆さん、また医師会の関係者、またそれぞれ関係

する所管課長が集まりまして、泉南市の総合福祉

センター運営協議会が開かれております。 

 そこで議論されるのは、前年度の決算の内容、

部屋の使用率とか、その辺の内容です。また、ど

うしたらもっと人が来てもらえるのかというのを、

その委員会の中で話合いがされております。 

 この令和６年から後の部分につきましても、そ

ういう調整会議と運営協議会のほうで、今回プレ

ゼンテーションテーションで御提案していただい

た内容が着実に実施され、うまくいっているかと

いうチェックは行うことができるということです。 

 以上です。 

○山本市長 市の関係する施設のいわゆる稼働率の

算定の定義づけというところは、あいぴあだけで
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はなくて様々ございますので、全てにおいて算定

の方法がちゃんと統一的なものなのかというのは、

一定私のほうでまた確認を取らせていただきたい

と思います。 

 と言いますのも、先ほど議員からお示しのあり

ました、例えばあいぴあの中で常々使っている部

屋、例えば社会福祉協議会さんがいらっしゃった

りとか、そこに関してはもう常に動いていますか

ら、もう稼働率としては100％だとすれば、残り

の貸し室が仮に50％だとして、その50％のうちの

稼働率が11％とかというふうになると、施設全体

としての稼働率は11％じゃないじゃないです

か。55％とか、そういうパーセンテージになりま

す。 

 ここら辺の稼働率というところの算定方法に関

しましては、このあいぴあだけではなくて、全体

的なものとして、再度確認をさせていただきたい

と思います。 

○澁谷委員 何点か確認させてもらいます。 

 まず１点は、不選定となった後に、泉南市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

の第５条の指定候補者の選定の特例というのがあ

りまして、これによりまして不選定となったとい

うのが、今回の一連のことがあったんですね。 

 これについては、先ほど藤原課長のほうが言わ

れました市長が認めた云々といったところでしょ

うか。その確認をまずお願いします。 

○赤野総務部参事兼行財政改革課長 不選定後の指

定候補者の選定に当たって、泉南市の公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例という

のがございまして、５条で規定されております。 

 その中で、前条の規定による審査の結果、指定

管理者として適当な団体がなかったときに基づい

て、このときに市長等は当該団体と協議し、必要

と認める書類の提出を求め、前条の第１項各号に

掲げる基準に照らして総合的に判断すると。その

業者でいいかどうかを認めるというところを規定

している条例になります。 

 以上です。 

○澁谷委員 ありがとうございました。それで今回

こういうふうになったわけですよね。 

 それまでのいきさつとしては、先ほど市長も言

われましたけれども、やっぱりちょっとボタンの

掛け違いみたいにごたごたしたのは、結局それま

での委員会なりをするまでの協議会的なところで、

きちっとやっぱりもう少し時間をかけて、そこら

辺のことを両方が指定管理者も本当にちょっと気

の毒やったと言うとおかしいけれども、だと思っ

たんです、今回ね。 

 やっぱり、何ていうんですか、選定委員さんた

ちが、そこまで全体、このことに関して協議をし

て、その選定をする人たちが全て正しくと言うた

らおかしいけれども、理解をきちっとこの子ども

の遊び場というのはどういうものなのかというこ

とに関しての理解がきちっとできた上での選定な

り、プレゼンテーションをやってもらったらと。 

 でも、話を聞きますと、プレゼンテーション

が30分で質疑が30分しかなかったとか、やっぱり

そんな時間ではとてもじゃないけれども、ちゃん

としたそれまでの準備がなけば、そんな30分ぐら

いで、今日このことについてもこうやってもう２

時間にもなりますが、協議しているわけです。 

 そこら辺をもう少し丁寧にやって、これからの

ことですよね。今回この遊び場、あいぴあにでき

る遊び場に関しては、使用料についてもすごく安

いです。ほかのところを、私もいろんなところに、

奈良も行ったし、堺市も行ったし、愛媛、いろん

なところを、今回こういうことをするということ

で行ってまいりました。 

 どこを見ても、泉南市みたいに安い価格で子ど

もたちが遊べれるところをつくっているところは

ないと思います。 

 ゆえに、余計にいろんなことでこれが成功する

ように、皆さんの総力をもって協力し合ってやっ

ていかないといけないというふうに私は思ってい

ます。 

 その中で特に、今回この再度仕様書を出しても

らってやったおかげで、私は常々思っていた。あ

いぴあが、本当にいつも閑散、閑散とまではいか

ないけれども、あまり使用されていない状況を見

て、今回この新たな自主事業を提案というところ

がありましたよね。 

 あれもすごいなと思ったんですけれども、環境

学習やら多世代で楽しめるパフォーマンスショー
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とか、子ども映画会とか、こういうふうな指定管

理料は、あれで大丈夫かなというふうにちょっと

思うときがあったんです。 

 それからまた、親子の交通安全講習をやったり

とか、こういうのでどんどん稼働率を上げてもら

って、あの部屋を、今まで倉庫みたいなっていた

ところもどんどん使っていただいて、そういうふ

うに、これからボランティアの方もなかなか人件

費とかがかかるので、いわゆるボランティアで市

民共同の場所となるように、総合福祉センターで

すので、子どもたち、親子、子ども連れだけでは

なくて、高齢者の方も、そして障害者の方も。前

も障害者の方を近年表彰したらどうですかと言う

ても、あまり全然反応がなかったんですけれども、

こういう障害者の就労のところもありますし。 

 そんなところを、あそこは大会議室もあります

し、それこそ市長か誰かに表彰してもらうとか、

いろんな面でいろんな人たちが、ここで本当に交

流できるようなことをやっていこうというのは、

この１つの子どもの遊び場が人を集める大きな起

爆剤になるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

 ぜひ皆さん協力して、議員も私たちも協力しま

すし、しっかりとその辺、いい施設になるように

頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。私のほう

は、議案追加資料の１－１なんですが、仕様書の

新旧対照表があるんですね。第２に、総合福祉セ

ンターの管理運営に関する基本的な考え方、この

２番が、新しく変わったという理由をお聞かせい

ただきたいと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 今回この第２－２ですね。

これは利用者が安心して利用できるようというこ

とで、これもあくまでも抽象的な言葉になってお

りましたので、それを今のどういう方がこの施設

を使っていくところであるかというのを、文章で

しっかりと表す形になっております。 

 総合福祉センターを利用する老人、障害者及び

障害児、母子（父子）家庭並びに子どもたちが安

心して利用できるよう、適切な維持管理を行うこ

とということで、この利用者自身をしっかりと明

記することによって、ここの施設の在り方を改め

て認識していただいて、プレゼンテーションの中

で、そのところを委員のほうも聞きたいというと

ころで、この仕様の変更に至りました。 

○岡田委員 ここに書かれている以外の方も、総合

福祉センターを使われていると思うんです。だか

ら、かえって抜けているのがちょっと目立ってし

まうんかなというふうに私は思うんですが。 

 総合福祉センターを利用する利用者がというふ

うに書かれたほうがいいんじゃないかなというふ

うに思うんです。 

 お風呂に入りに来られる方もいらっしゃいます

し、これから保護者の利用も増えると思うので、

別に母子父子家庭だけじゃない場合もありますの

で、ここをちょっと私はどうかなというふうに思

うんですが、もう一度お考えをお聞かせいただき

たいと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 ここの指定管理業務の仕

様の部分でございますが、今までも多くの方が貸

館の中で、いろんな方、お子さんも利用されてい

るというのも事実で、その中でも運営は十分今の

指定管理業者もしていただいております。 

 おっしゃるとおり、安心して利用するというと

ころを枕言葉として、個々で明確にしたというと

ころで、総合福祉センターの利用者の中には、お

風呂とかを利用する方につきましては、老人のみ

の利用ではなくて、お風呂はお子さんも利用でき

ますので、この書き方というのは、全世代のあら

ゆる人が安心して利用できるようにという意味合

いで考えております。 

○岡田委員 ちょっと私は納得いかないんですけれ

ども、それだったらそれなりの、もうちょっと総

合福祉センターを利用する利用者全員がみたいな

感じで、書かれたほうがいいんじゃないですかね。 

 私たちも別に大会議室を使ったりとか、多くの

方が利用される場合があると思いますので、これ

だったら、限られた人になってしまうのかなとい

うふうに思いますが。 

○堀口委員長 その辺の考え方を加渡部長、答えま

すか。 

○加渡福祉保険部長 御指摘いただいておりますの

は、指定管理の際の仕様書になりますので、総合
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福祉センターの施設の条例もございますし、その

施行規則などもございますので、広く市民の方が

利用できるような御指摘のような内容で、そうい

う形に沿っていけるような、広く利用していただ

けるような形で整理していきたいというふうに考

えてございます。 

○堀口委員長 ほかにないですか。――――よろし

いですか。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○楠委員 それでは、反対の立場で討論をしたいと

思います。 

 質問のときにも申しましたけれども、この指定

管理者の指定のところで、１社しかやはり応募が

ないというところを、重く考えてもらわなければ

ならないかなと思うんです。 

 市としても応募を、広く募集をするために働き

かけをしてもらっていますけれども、結局は１社

だったと。 

 何で１社かと考えると、やはり民間活力の導入

というところで、この指定管理者制度というのが

あったかなと思うんですけれども、結局その年数

を重ねるごとに、やはりコストカットをいかにし

て運営するかという考え方に変わってきてしまっ

ているというように感じております。 

 民間企業は、やはり事業としてもうけが見込め

なければ参入することはありませんので、やはり

今回のこの事業に関しては１社ということは、そ

ういうことだったということを感じております。 

 ですので、設定の金額とか、やはり見直すとと

もに、地域で頑張っていただいている企業であっ

たり、非営利団体の方が参入できるような金額の

設定とか、中身を考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○河部委員 今回の議案第３号に賛成の立場で少し

問題意識を述べたいと思うんですけれども、そも

そも指定管理者制度の導入というものは、民間事

業者等のノウハウとか、あるいはアイデアの活用

をしながら、様々な施設でより一層のサービス向

上とか、あるいは管理経費の節減を求めていくた

めに、期待されて導入をしてきたという経過があ

ると思います。 

 泉南市においても、平成18年に議会で条例を制

定し、翌年平成19年から保育所施設、あるいは今

回の総合福祉センター、体育館、様々な公共施設、

公の施設を民間事業者に指定管理に出してきたと

いう経過があります。 

 ほぼ20年近くたってくる中で、今回の指定管理

者制度の選定に当たっての議論というのは、今後

の、やっぱり泉南市における指定管理者の選定に

当たっての在り方というものが、非常に問われた

ものになっているんじゃないんかなというふうに

私は感じております。 

 先ほど市長のほうからも答弁があったように、

多くの公共施設が指定管理に出される中で、やは

り使われていない部分というのが目立ってきてい

る。その施設の用途自体も本当にさま変わりをし

てきている。市民の使う側もやっぱり今までは使

っていたけれども、もう使っていないという状況

も生まれてきている中で、今回新たにこれまで出

されていた施設に、使ってもらうがための子ども

の遊ぶ拠点というものを付加してきて、指定管理

に出されたというところが、やっぱりちょっと議

論の中の混乱といいますか、ちょっと疑問点とし

て上がってきたのかなというふうに感じておりま

す。 

 そういう意味では、今後この総合福祉センター

以外の部分の施設においても、新たに何かを付加

しながら指定管理を更新していくというものが、

やっぱりどんどん出てくるのかなというふうに思

います。 

 そういうときには。しっかりとその原課におい

て、指定管理に出していく仕様書、あるいは要求

水準書というものを、しっかり綿密に作りながら、

やっぱり出していく必要性というものも、今回の

議案は問いかけているのかなというふうに思いま

す。 

 今後、そういうことをしていけば、事業量も仕

事量も増えるかもしれませんけれども、より複雑

になるかもしれませんけれども、そうしたことを

しっかりやりながら、新たな施設の仕様というも

のもしっかり考えていっていただきたいなという

期待も込めて、賛成したいと思います。 

○石橋委員 賛成の立場でお話しさせてもらいます。 
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 一旦不採用という形にはなったんですけれども、

それをある意味の反面教師として捉えた結果、採

用に至ったと思うので賛成します。 

 希望としましては、指定管理制度の話がよく出

てくるので、できましたらどこか一部、二、三か

所、今は吉本興業も指定管理をやっていますが、

そういうところに、なぜ応募しなかったかという、

そういう具体的な、うちはこういう理由で応募し

なかったとかいうのを聞くのも１つの次のステッ

プに進むかなと思います。 

 あと、いわゆる体育館もそうだったんですけれ

ども、体育協会という何となく公的な名前を使っ

ているところが、いかにも民間というところに指

定管理が移っているところは、日本全国いっぱい

あるので、そういうところにも、いわゆる応募し

なかった根本的なものは何なのかというのも、や

っぱ今後聞いていったらどうかと思います。 

 賛成の立場でお話しさせていただきました。 

○堀口委員長 ほかはないですか。――――以上で

本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○堀口委員長 起立多数であります。よって議案第

３号は、原案のとおり可決されました。 

 会議の途中ですが、ここで換気のため、午後３

時25分まで休憩いたします。 

午後３時１４分 休憩 

午後３時２５分 再開 

○堀口委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、議案第４号「指定管理者の指定の期間の

変更について」を議題とし、質疑を行います。質

疑はありませんか。 

○楠委員 ちょっと簡単に聞きたいと思います。 

 この泉南市総合交流拠点ですけれども、議会の

議事録等を読んでみまして、2007年のときの議事

録で、当時の議員とが、当局といいますか、市の

ほうとやり取りをしているのを読んだところで、

当時、指定管理を頼むというところで、当時の市

長が、必ず利益が出ることということで輝光さん

に頼みはって、その協議書で余剰金の50％を市に

寄附するということで書かれてあったんですが、

これがこのまんま引き継がれてやってきているの

かというのと、あと、実際の金額というのが分か

るんでしたら、分かる年度とかでもいいですので

教えてもらいたいと思います。 

 あと、この総合交流拠点のところで、泉南市の

地域活性のためということでされておりますが、

昨日の議案審議のところで議員の方が、泉南産が、

泉南のものがあまりないというようなこともちょ

っと聞いたんですけれども、実際泉南産というの

がどれほど飲食店で使われていたり置かれている

のかを教えていただきたいと思います。 

○高野市民生活環境部参事 私のほうから、まず、

平成20年度からの寄附の状況について御説明させ

ていただきます。 

 平成20年度から、株式会社輝光におかれまして

は、まず15回決算を打たれております。15回中１

年度だけ赤字となっておりますが、そのほかは黒

字の経常利益を出されております。各年度、経常

利益の額が異なりのますので、現在までの寄附金

の総額としましては約785万円、14回で785万円の

寄附を頂いているというふうな形になっておりま

す。 

 続きまして、現在取り扱っている品物なんです

けれども、市条例の中では指定管理者の業務の中

に、市内物産の展示及び宣伝、販売というところ

が業務内容に書かれております。その中で、現在

の指定管理者も泉南産の野菜等を当初のほうは多

く取り扱っていたとお伺いしております。当初の

ほうは泉南市内の農家約300件ほど取り扱ってい

たというお話を聞かせていただいているんですけ

れども、今は約30件以下というふうに数が減って

きておるというのが現状となっております。 

 以上です。 

○楠委員 お答えいただいて、当初300件から、

今30件と。この理由というか、農家が減っている

からとかになるんですかね。その辺を教えていた

だきたいというのと、増やすためにこういう取組

をしてほしいというのは泉南市のほうから提案と

いいますか、話をしたりしているのか教えていた

だきたいと思います。 

○高野市民生活環境部参事 なぜ大きく減少したの
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かというところの、すみません、詳細な理由につ

いてはちょっとお答えが難しいところはあるんで

すけれども、例えば販売スペースが狭いというと

ころで、300件の農家さんが一遍に持ってきても

置く場所がないとか、なかなか市内で取り扱って

いる農作物も偏りが出ますので、まず、基本的に

は、サザンぴあのほうは自主独立採算という形で、

泉南市のほうから指定管理料を払っていないとい

うところで、黒字を出すという目的のほうでやっ

ていただいていますので、季節に合った野菜、果

物等を入れる加減で、どうしても農家さんが偏っ

てしまって、その結果、年々減少していったので

はないかなというふうに考えております。 

 市のほうから、現在の指定管理者に対する取組

の要望としましては、特に、先ほどもお伝えしま

したとおり、単年度黒字というのを14回も上げら

れており、赤字というのは１回しかないという実

績を持っておられますので、現状はこのまま順調

な営業を続けていただければと考えております。 

 以上です。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほかに。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 この２年間の延長というのは、今後の施設の在

り方や運営管理手法についての方針を決定するた

めの調査期間だというふうにお聞きをいたしまし

た。この期間中にサウンディングをするというふ

うにお話があったと思うんですが、ちょっと計画

等がありましたら教えていただきたいと思います。 

 あと、市民の要望とか声ですね、そういうのを

聞かれたかと思うんですが、どういうものがあっ

たのか、分かりましたらお聞かせください。 

○高野市民生活環境部参事 まず、大まかな設営ス

ケジュール案を説明させていただきます。年度明

けましたら、まずはコンサル業者との委託契約を

予定しております。それに伴いまして、入札業務

を執り行って、６月末までには契約ができればな

というふうに考えております。そこからなんです

けれども、現在サザンぴあのほうが、ＳＥＮＮＡ

Ｎ ＬＯＮＧ ＰＡＲＫということで、ＰＦＩ事

業者さんのほうが管理されておりますので、サウ

ンディングを行うにしても、一定の条件調査、調

整というのを行う必要があるかなと考えておりま

す。そこで、恐らく３か月、４か月の期間は必要

じゃないかなと。実際にサウンディング約半年近

く行わせてもらう中で、一定募集要項が整いまし

たら、次はその募集要項を事業者さんにお示しさ

せていただいて、事業提案というのをいただく形

になると思います。やっぱり事業提案というのに

も一定の期間が必要になってきますので、最低で

も３か月程度は御用意させていただいて、そこか

ら選定委員会等を開かせていただいて、事業者の

決定というふうなスケジュールを考えております。

ですので、最終、事業者の決定は、令和７年度の

６月以降ぐらいを目指しているというところにな

ります。 

あと、市民の声というところなんですけれども、

特に、例えば季節ごとにサザンぴあの様子を見に

行くと、やっぱり人気の商品があるときにはたく

さんの方がいらっしゃるんですけれども、交通と

いうところ、来られている方は車か自転車かとい

うところ、公共交通機関を使いにくいというとこ

ろがあるかなというふうなお話は聞かせていただ

いております。 

 以上です。 

○岡田委員 ありがとうございます。 

 私も要望で聞いたことがあるのはやはりあそこ、

バスが入れないんですよね。Ｕターンできないと

いうか、回れないという、そこがちょっと大きい

んだと思うんです。それで、バスが活用できたら、

もっともっと高齢者の方も増えるんじゃないかな

と思いますので、その点、またよく考えていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかに。 

○石橋委員 現状の指定管理が、移動販売も携わっ

てくださっていると思うんですけれども、この２

年間はいいかと思うんですけれども、その辺のち

ょっとお考えをお聞かせください。 

○高野市民生活環境部参事 現在、株式会社輝光の

独自事業としまして、移動販売、十何か所回って

いただいております。今回は２年間の指定管理期

間の延長をいただいて、仮に輝光さんが、あそこ

のエリアの管理運営から外れたとなったとしても、

移動販売というのは福祉の面からいってもかなり
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重要なツールかなというふうに考えております。

ですので、今はサザンぴあの商品を積んで各地区

で販売していただいているんですけれども、仮に

サザンぴあがそういった商品を取り扱うとなった

としても、市内のスーパー等との提携を考えなが

ら、何かの形で残していきたいなというふうな検

討をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほかにないですか。

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

す。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第11号「泉南市立文化ホール条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○楠委員 今回の改正ですけれども、利用者が利用

料等を徴収して利用する場合の料金は一律10割に

相当する額を加算していたけれども、それを変更

するということで、それぞれの金額に対して割増

しなし等があるんですけど、これを導入するのは、

やはり市民さんからの声が多かったということで

いいんですかね。 

 その辺と、あと、これを導入することで、金額

ですか。文化ホールを管理してくれているのは国

際ライフパートナーさんでしたかね。すみません、

間違っていたらあれなんですけど、これで、収入

というのがどれだけ減るというのはあるんでしょ

うか。 

 あと、条例を見てみますと、条例を見てみると

いいますか、営利を目的としていたら今までどお

り10割ということで書いているんですけど、営利

を目的とする場合と、入場料その他これに類する

料金を徴収して利用する場合と、この区分けとい

いますか、判断はどう考えているのか。判断基準

を教えていただきたいと。 

○石橋文化振興課長 私のほうからは、どれぐらい

の金額があるかということなんですけれども。ま

ず、どのような形で指定する経緯があったかと申

しますと、これは市民からの声もございました。

あと、指定管理者からのほうもございまして、指

定管理者が事前に相談を市民、利用者の方から受

けた場合、このような条例があるということを聞

いたということで、そしたらやめとくわ、みたい

な感じでお客さんに実際に逃げられてしまったと

いうことも多々あるというふうにお聞きしており

ます。そういうことで、今後、また新たに５年度

から５年間指定管理が続くということが在り方検

討の結果決まったということで、できるだけこれ

を、文化ホールの稼働率を上げて、指定管理者の

方にももうけていただくというのが必要ではない

かということで、今回改正をさせていただくこと

になりました。 

 それと、営利とそれ以外のものについてという

ことですけれども、営利は今まで適用しておった

ものは、主に民間企業が物販をするものであると

か、あとは、買取会とか説明会、社員の健康診断

なんかに今までは営利目的ということで適用して

おります。 

 実際にホールのほうに営利を目的としたものと

して適用したものは過去５年間で３件しかござい

ません。ほとんどはホールではなくて、リハーサ

ル室であるとか展示室で行うようなものについて

は営利を目的としております。 

 今回は、主にホールで催物を行う場合、営利を

目的としない市民の団体さんなんかが最低限の維

持管理するための費用を皆さんから頂く場合に、

入場料等を徴収する際に、10割増にならないよう

にするためということで今回設定させていただい

ております。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 ほかにないですか。 

○井上委員 そうしましたら、この条例の中でも、

泉南市の文化ホール協議会というものが設置され

ているということで、予算書のほうでも９万円ほ

どの予算が計上されておりますが、この協議会の

ほうは、文化ホールの運営に関して、教育委員会
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の諮問に応ずるというふうにあるんですが、近年

の協議会の開催状況をちょっと教えていただきた

いというのと、そして、今回の条例改正に当たっ

て何か御意見等、お聞かせいただけるものがあり

ましたら、可能な範囲で教えていただければなと

思います。 

○石橋文化振興課長 文化ホールの協議会でござい

ますけれども、昨年の10月18日に開催させていた

だきまして、本件も御議論いただきまして、御承

認いただいております。 

 大体１年間に１回か、もしくは２回ぐらい開催

させていただいております。 

 以上でございます。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 先ほどのちょっと楠委員の質問にもあったんで

すけれども、文化ホールのほうを過去５年におい

て営利目的で利用したのは３件しかないというこ

とですよね。その中で、今回、議案説明資料の13

ページのほうでも、改正の効果として、指定管理

者の減収につながらないよう配慮を行うというふ

うにもされておりますので、一応、今回それほど、

この条例改正において、収入に対して影響はない

というふうなところではあるのかなというふうに

は思うんですけれども、実際その辺というのはど

うでしょうか。ちょっと御見解をお聞かせいただ

けたらなと思います。 

○石橋文化振興課長 令和４年で申しますと、総利

用件数といたしまして676件ございまして、10割

増の件数が117件ございました。それで、117件の

うち、73万9,380円分が、10割増によって入場料、

利用料金ということで頂いております。この分に

ついては、過去も、例えば令和３年度でいきます

と91万円ほど、令和２年でいきますと78万円ほど

ございますので、大体そのぐらいの金額が10割増

しで指定管理者の収入増ということになっており

ます。 

 以上でございます。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 こちらの文化ホールに関しましても、先ほど来

お話をさせていただいております稼働率をしっか

りと把握のほうしていただきまして、また、稼働

率の向上に今回の条例改正がしっかりとつながる

ようにつなげていただければなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかにないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第11号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号「泉南市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について」

を議題とし、質疑を行います。質疑はありません

か。 

○楠委員 すみません、ちょっと聞くだけになるか

もしれませんけれども、12号のところで、条例が

変わっているところが、掲示に関してが変わって

いるということで、これまで施設の見やすい場所

に重要事項を掲示しなければならないというのを、

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信、括弧

書きあって、により公衆の閲覧に供しなければな

らないと変わるんですが、これがちょっと具体的

にどう変わるのかを教えていただきたいと思いま

す。 

○仲保育子ども課長 失礼いたします。主に保護者

の方またはその他の方が保育所のある情報を見る

ときに、保育所の規模、開いている時間、その他

保育料に関してはとか、そういう各保育所の情報

を見るためのツールとして、今までの書面掲示に

加え、インターネット、いわゆるホームページと

かを新しく使うことを示された改正でございます。 

○楠委員 そうなるとといいますか、それが示され

ても、もともとやっていたから、あんまり関係な

いということですかね。 

○仲保育子ども課長 失礼しました。現在では、イ

ンターネットが既に一般的なっておりまして、も

ともと令和３年11月にデジタル臨時行政調査会が
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設置され、デジタル社会の実現を目指して、構造

改革という流れにおいて、現在の改革になってお

ります。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほかに。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 子育てに関してなんですが、支援制度や申込み

とか申請方法が、本当に内容に差が今まであった

と思うんですが、これで市としてばらつきという

のはなくなるのかどうかお聞かせください。 

○仲保育子ども課長 今回の条例の改正におきまし

ては、重要施設の重要事項の掲示や保存の仕方と

いうことになっておりますので、申請方法に関し

ましては、まだ従来のままの活用をすることにな

っております。失礼いたします。 

○堀口委員長 ほかにないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います討論ありませんか。―

―――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第12号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号「泉南市総合福祉センター条

例の一部を改正する条例の制定について」を議題

とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○河部委員 ちょっと１点だけお聞きをしたいんで

すけれども、今回、条例の改正の大きなポイント

は、子どもが遊べる拠点事業をここでするに当た

って、様々な部分を変更するということなんです

けれども、議案資料として頂いている３の配置構

想図というものを見ると、１階部分の建物からし

て海側になるんですかね、資料でいくと運営のと

ころが駐車場となっているんですけど、もともと

あそこは駐車場でしたっけ。噴水みたいな、何か

そんなような感じ。もともと最初から駐車場やっ

たんですかね。 

 というのは、今回この事業をやるに当たって、

平日、祝日も含めて、子どもさんを連れて親御さ

んがそこに遊びに来たりとかすると思うんですけ

れども、平日は多分そんなに混まないのかなと思

うんですけど、土日とか、あるいは、祝日なんか

でいうと、結構たくさん来たりとか、同時に、大

会議室なんかでは、土日とか休みの日にイベント

とかいろんな催物がされたりとかしていて、結構

駐車場もたくさん混んでくるので、場合によって

は市の職員駐車場も使ってくださいねというよう

なときもあると思うんですけど、やっぱり子ども

さんを連れて、車に乗って、あそこの子どもが遊

べる拠点に来たときに、そこに車をとめられない

ということになると、非常に不便になってくると

いうふうに思うんですが、その辺のちょっと対策

なんかは考えられているんでしょうか。 

○藤原長寿社会推進課長 議案資料３の駐車場につ

きましては、現在は空き地となっております。実

際、今年度予算で駐車場を増設するというところ

で事業を進めております。12月の定例会のほうで、

実際この部分のみ３月末で終わらない状況になり

ましたので、繰越明許の手続を踏ませていただい

ております。実際ここの駐車場のところは、ＥＳ

ＣＯ事業を実施するに当たって、工事の事務所が

直前まで建っておりましたので、並行して部屋の

部分と工事を進めることがなかなか難しかったと

いうところで、現状なっております。改修後の駐

車場の台数なんですけれども、16台分が増えてま

いります。 

 それと、この地図の図面の既存の駐車場、１階

の部分を見ていただきましたら、駐車場の端のほ

うに階段というのも書かせていただいております

けれども、実際今、たくさんの車がとまった場合、

隣の財産区の駐車場を利用して、その駐車場を利

用された方が一旦歩道に出て、あいぴあのほうへ

入ってくる状況になるんですけれども、今後、子

育て中の乳幼児のお母さんとかいろんな方が利用

されるに当たって、できる限り階段なりを利用し

ていただいて、スムーズに施設の中に入ってきて

いただけるようにということで、ここも今回工事

の対象となっております。 

 以上です。 

○河部委員 だから、駐車場が16台プラスになるん

ですけれども、土日とか祝日なんかで、たくさん

利用する人が重なってきた場合、隣の財産区の部
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分も、お休みの日とかは結構少年野球で使ってい

たりとかで、駐車スペースとしては多分使えない

ときもあるのかなと思うんですけれども、そうし

たときに、子どもが遊べる拠点事業に小さいお子

さんを連れた家庭の方が来た場合、何らか対策と

かを考えておられるんですかということです。 

○藤原長寿社会推進課長 実際、現有の駐車場が68

台でまた増設されるということと、樽井の財産区

のほうの駐車場が60台となっております。土日の

イベントでたくさんの人が来られた場合は、臨時

駐車場として職員駐車場を開放していただくとい

うところで、ここが146台とまりまして、実際、

最大290台が、樽井財産区と市の職員の駐車場を

利用してできる台数となっております。 

 以上です。 

○山本市長 もちろんのことながら、今までどおり

のあいぴあの使い方に、さらに今回のような、り

るぱのような機能を持たせると、利用者がやっぱ

り一定数増えるだろうということで、その部分を

どのようにして確保するのかというところで、い

わゆる全く使われていなかった部分の利活用とい

うところで、約795平米、先ほどの資料でいくと

北側の駐車場の部分と、それから、ちょっとこれ

は駐車場じゃないんですけど、ひだまりの園庭を

また新しくつくりまして、いわゆる全く使われて

いない、いわゆる死んでいるような状態の場所と

いうところを極力なくしていこうというところの

中で、新たに今16台の確保をさせていただきまし

た。 

 一定程度、ここでどのような稼働の状況になっ

ているのかというところを見ていくわけですけれ

ども、当然委員が御心配になられているのは、未

就学児で、なかなかだっことかで、職員駐車場に

とめたとして、かなり距離的に遠いんじゃないか

という御指摘やと思います。ですので、16台分を

さらに、新たに追加をして、それでもいっぱいに

なるという場合には、どのようにして配慮するべ

き方を優先的に決めていくのかというところはし

っかりと指定管理者と共に議論をしていく必要が

あると思いますので、現時点では、こうしていく

という方針が決まっているわけではございません。 

○堀口委員長 ほか、ないですか。 

○楠委員 私もちょっと駐車場のことにもなるんで

すけれども、今お答えいただいたように、職員駐

車場のほうから歩かなあかんのをちょっと短縮す

るための動線をつくるということなんですけど、

これ、階段と書いているんですけど、正味階段で

すか。保護者の方って乳幼児を３人まで連れてこ

られるということで一応書いてはるので、やっぱ

りベビーカーですか。ベビーカーとかに載っけて

こられる方もおったりすると思うので、階段やっ

たらちょっとしんどいんちゃうかなと思うので、

階段と書いているけど、スロープやったらスロー

プですと言うてもうたらいいのと、あと、全体的

に290台増えるということですけれども、現在も

地下駐車場、あれはほとんど使われていなくて、

ひだまりさんとか、車椅子の方は地下駐車場から

上がれるようにしているということなので、そん

なのでいうと、乳幼児を連れた方もほんまに元気

な子どもを連れていくというのは駐車場からも大

変やと思うので、地下が使えるようになったら、

さらに便利になるんじゃないかなと思うので、ち

ょっと提案として受け止めていただけるか、御検

討いただきたいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○藤原長寿社会推進課長 財産区のほうから入るに

当たりまして、どういう形が一番適切かというと

ころでスロープも検討いたしました。スロープに

なった場合、非常に長いスロープになるというと

ころと、また、車椅子等御利用の方にとってみて

も、その長いスロープというのはいかがなものか

と。今考えている階段というのは、一番高低差が

ないところで、駐車場に入ってくる手前の１つの

区画から入れるようにということで、数段で上が

れるような形で考えております。 

 また、車椅子御利用の方とかは、まず、車で来

られたときに、たくさん車がとまっている場合は、

先に降りていただくとか、そちらのほうが長いス

ロープを押して上がるというよりは、数段で上が

れるほうが、メリットがあるのではないかという

ところで設定をいたしております。 

 また、地下の駐車場につきましては、現在、障

害者の訓練をされる方が地下からエレベーターを

使いまして利用されている実状になっております。
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全て地下が全部オープンに開いているわけではな

いんですけれども、一定の利用することも可能に

なります。でも、数台程度になっております。 

 以上です。 

○小井健康子ども部長 私のほうからは、河部委員

さんもお聞きされていた駐車場対策、楠委員さん

も、こちらについて１つの対策といたしまして、

乳幼児の遊び場が混雑する時間というのは大体決

まってくるんと違うのかなと思うんです。そうい

うときに、情報発信としてネット上で確認できて、

できるだけスムーズに使えるような対策というの

は指定管理業者と現在検討中で、やっていけるよ

うな感じで答えていただいております。 

 以上です。 

○楠委員 今お答えいただいたので、おおむね理解

はできるんですけど、先ほどおっしゃった、先に

降りていただいて車をとめに行ったらどうですか

みたいなことはと思うんやけど、でも、何という

んですか、子どもとかベビーカーやったら複数人

で来るとは限らへんので、お一人で連れてくると

いうこともあると思いますので、その辺をちょっ

と考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかに。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、（仮称）ＳＥＮＮＡＮ ＬＩＴＴ

ＬＥ ＰＡＲＫということで、りるぱというこの

ネーミングの決め方をお聞かせいただきたいと思

います。 

 それと、第９条に、利用者の範囲の中で小学生

というふうに書かれているんですが、これは６年

生までというふうに思っていいのかお聞かせくだ

さい。 

 そして、また、団体利用のところで、多分幼稚

園やこども園から子どもたちが利用されるとは思

うんですが、これは本当に公平にどう対応されて

いるのか、ちょっとお考えがあればお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それと、年間パスポートですね。これもちょっ

とどんなものか分かりましたら教えていただきた

いと思います。 

 あと、本当に気になるのが、兄弟で、親が３名

まで連れてこられるということで、乳児と幼稚園

児の場合、本当になかなかお母さんが大変だと思

うんですが、例えば幼稚園の子がトイレに行きた

いと言った場合、乳児が寝ていたら、その場所に

置いてちょっとトイレに行ってくるという場合も

あるかなというふうに予測されるんですが、その

ときにほかの子に踏まれたりしないかという危険

もあると思うんですね。こういう点をどう対策す

るのか、ちょっとお考えがあればお聞かせくださ

い。 

○奥野家庭支援課長 まず、名前なんですが、ＳＥ

ＮＮＡＮ ＬＩＴＴＬＥ ＰＡＲＫ、りるぱとい

う仮称でつけさせていただいていますけれども、

御承認いただけたら、あいぴあ泉南のような愛称

にしたいというふうに考えてございます。 

 この名前につきましては、年度当初、子育て中

の保護者の方の声ということで、子育て支援セン

ターひだまりの利用者さんからも意見を聞きまし

た。また、子育て世代の市の若手職員などにも意

見聴取の機会を設けまして、その中でもいろいろ

と意見を言っていただきました。 

 いろんな意見が出た中で、候補を３つ絞らせて

いただきました。１つ目は泉南ひなたぼっこ、そ

して、２つ目は泉南なないろルーム、そして、３

つ目にＳＥＮＮＡＮ ＬＩＴＴＬＥ ＰＡＲＫ、

りるぱでございます。この３つを、ひだまりの利

用者さんにまた再度意見を聞きまして、投票いた

だいて、１位がＳＥＮＮＡＮ ＬＩＴＴＬＥ Ｐ

ＡＲＫ、りるぱというふうになったということで

ございます。 

 ちなみに、２位が泉南なないろルームでござい

まして、このなないろルームにございましては、

２階のひだまりが１階に来て、２階の部分がりる

ぱになるんですけど、１階に来たひだまりの部屋

をなないろルームという名前にしようかなという

ふうに考えてございます。 

 また、３位がひなたぼっこなんですけど、１階

にひだまりが来て、その前がもともと特浴室でし

て、そこが保育ルームになります。ですから、そ

の保育ルームの名前を、ひなたぼっこというふう

にしようかなというふうに考えてございます。 

 それと、小学生の対象ですけれども、小学校６
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年生修了までということでございます。 

 あと、団体の部分でございますけれども、規則

にも記載させていただいているんですけれども、

保育所と、あと、幼稚園等という形になってござ

います。「等」というのは、そこに収まらない例

えば障害児団体とか、そういうところもあります

ので、そこのところを考えてございます。 

 あと、年間パスというのは、規則のほうで、申

込み等、様式をつけさせていただいてございます。

その中で、様式第４号のところに申請書というの

があるんですけれども、そちらのほうに年間パス

ポートの様式をつけさせております。１年間有効

というところで考えているというところでござい

ます。 

 あと、小さい乳幼児を連れて、また、小学生が

トイレに行く場合とか、それの対応でございます

が、そのときのために、やはり見守りも含めてス

タッフがおられますので、そういうときは当然き

っちりと支援をしていきたいなというふうに考え

てございます。 

 以上です。 

○岡田委員 たくさんお答えいただきありがとうご

ざいます。 

 このパスポートなんですが、普通想像するのは

首からかけるものと思うんですが、それでいいん

でしょうかね。 

○奥野家庭支援課長 年間パスポートに関しては、

購入いただけるのは大人になります。そのパスポ

ートを名札のように首からかけるというところで

考えてございます。 

 以上です。 

○岡田委員 すみません、ちょっと嫌な考えなんで

すが、パスポートというのは、名前とかが書かれ

ているんですかね。ほかの方に譲るとかお貸しす

るということはできないようになっているのかど

うかだけお聞かせください。 

○奥野家庭支援課長 年間パスポートは、有効期限

と、あと、お名前を記載するようになってござい

ます。 

 以上です。 

○堀口委員長 よろしいですか。 

○井上委員 それでは、先日協議会のほうでも質問

させていただいたことなんですけれども、混雑時

の対応といたしまして、総合福祉センターの一体

的な活用が必要ではないかというふうに御意見を

させていただきましたところ、阿児副市長のほう

からも、やはり一体的な活用が必要であるという

ふうにも御答弁をいただきました。行政として、

そういった認識を持っていただいているというこ

とは非常にありがたいことだと思っております。 

 そこで、混雑時の対応についてなんですけれど

も、先ほど駐車場の件で小井部長からも少しあっ

たんですけれども、改めて、混雑時の対応につい

てちょっと担当課のほうから御答弁いただけたら

なと思います。 

○奥野家庭支援課長 混雑時の対応なんですけれど

も、指定管理の候補の事業者と協議を進めている

ところでございます。 

 その協議の内容なんですが、団体利用というの

は事前予約になってございますので、そのところ

の団体利用の状況というのをまずホームページに

記載して分かるようにしたいというふうに考えて

ございます。 

 また、それを、ＳＮＳを活用して、ＬＩＮＥと

かInstagramに登録いただいて、その方々に発信

をしていくというような方向を考えてございます。 

 あと、自然発生的に混雑している状況が考えら

れます。その場合で、例えば、今まだちょっと決

まっていないですが、25人とか30人とかという状

況になっていますという一定の基準をこれから決

めさせていただいて、それをホームページ、そし

て、登録していただいておるＬＩＮＥだとか

Instagramのほうから発信をさせていただくとい

うような流れを今検討してございます。 

 以上です。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 一定の発信というところは御検討いただいてい

るということではありますが、やはり当初はなか

なかここに結びついていない方も来られることは

十分に想定できますので、一定混雑するというこ

とは念頭に置いて御対応いただきたいなというふ

うには思います。 

 そして、あと１点、これは確認なんですけれど

も、利用者の範囲というところで、大人１名につ
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き乳幼児と小学生を含めて３名までというふうに

なっておりますので、こういうことだというふう

に認識をしているんですけれども、ただ、あくま

で確認なんですが、４人兄弟であれば、乳幼児が

２人で小学生が２人というケースで来られるとい

うこともあるかなというふうに思うんです。そこ

を、これは条例で３名というふうに書かれていま

すので、厳格に３名でということでお断りするん

だろうというふうには思うんですけど、実際一応

確認で、その辺を厳格に３名で切られるのか、ち

ょっと柔軟に対応ということがあり得るのか、そ

の辺を確認させていただきたいなと思います。 

○奥野家庭支援課長 兄弟が多い場合なんですけど、

これは原則ちょっと３名までということなんです

が、ただ、市のいろいろサービスの中にファミリ

ーサポートセンターというのがございます。ファ

ミリーサポートセンターのほうに、例えばもう１

名お願いして、その方の協力会員さんと一緒に入

場していただくということは可能です。協力会員

さんと、あと、直接利用者さんとの話合いの中で、

ファミリーサポートセンターの利用というのは決

まりますので、そういうことも担当課としては広

報したいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 あくまで意見なんですけれども、大体乳幼児を

３名連れていくという時点で非常に大変なので、

なかなかないケースやとは思うんですけれども、

そうなったときに、小学生を、これ、どう取り扱

うかというところが１つ検討できるんじゃないか

なというふうには思っていまして、やはり小学生

中学年以上になってくると、乳幼児を２人連れて

出かけたときに、そういった中学年、高学年の小

学生が１人いていと非常に助かるわけですね。遊

んでくれたり見てくれたりするので。そういった

ときに、小学生の取扱いというものを検討する必

要もあるのかなというところをちょっと御意見だ

けさせていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 高学年は特にそういう議員御

指摘のことも検討課題の中に入れられるのかなと

いうふうに考えてございます。ただ、今回指定管

理を新しくするに当たって、様々な事業を指定管

理候補者のほうでやっていただくというふうに聞

いてございます。その中で、ほかの部屋を使って

例えばイベントをするとかということも今後協議

の方向の１つなのかなと考えておりまして、その

中で、高学年でしたら１人でそこのほうのイベン

トに参加するとかというのも可能ですし、そこも

含めて、今後の検討課題としたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○阿児副市長 先ほどの井上委員の御質問は、小学

高学年の方を保護者の立場として活用するという

御質問という理解でよろしかったでしょうか。 

 それは、拠点事業の仕様書の改定版にもござい

ますように、ここの遊べる拠点については、保護

者の管理の下に子どもさんが遊べる公園のような

施設という形で考えていますので、それが、保護

者の方が自分のお子さんで、高学年の方で、保護

者として役割を担っていただけると判断されるか

どうかにかかっているかなと思います。 

○井上委員 すみません、ちょっと保護者と捉える

かというのは少し、ごめんなさい、違うかなとい

うふうには思うんですけれども、３人の中に小学

生を１人としてカウントするかどうかというとこ

ろなのかなというふうには思っていまして、ただ、

原則として、原則というか、必ず３人で、駄目な

んだということでおっしゃっていただくのであれ

ば、そういうふうにはっきりとお伝えしないとい

けないかなというふうにも思いますので、もし４

人で行って、５人で行って、いけるのかなという

ふうになってしまうと、僕も聞かれたときに、い

や、これは３人で絶対駄目なんですというふうに

やっぱり言わないといけないと思いますので、基

本的には現状だと、駄目ですよという形でお伝え

をさせていただかないとということだと認識をさ

せていただきました。 

○堀口委員長 ほかに。 

○澁谷委員 よろしくお願いいたします。ちょっと

何点かお聞きいたします。 

 まず、ここの場所に、先ほどから、御近所の方

であれば、車だとかが混雑すると思ってやっぱり

ベビーカーで行くと思います。車を遠いところに、
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駐車場にとめますと、どうしてもそこから子ども

を抱いて、荷物をたくさん持ってというのは無理

ですので、ベビーカーで行くと思います。ほかの

施設とかを見て回りますと、やっぱりベビーカー

置場というのはちゃんとあって、そのベビーカー

置場も、きちっと自分で管理といっても目を離し

ますので、できないので、そこに何か番号とか、

中にはチェーンみたいな分でバーに固定したりと

かしている施設もありました。 

 ベビーカー置場についてと、それと、下足箱で

すけど、これはもちろん下足箱があって、靴を脱

いで入りますよね、この施設。靴のまま入るんで

すかね。 

 すみません、ちょっとその辺と、それから、た

くさん子どもさんがおればおるほどやっぱり荷物

は多いです。その荷物を抱えながら子どもを見て

回るというのも大変なので、ロッカーというのも

設置している、そういう施設はたくさんあります。

そのロッカーとかいうのもあるんでしょうか。 

 そこら辺と、今子どものことがありましたけれ

ども、２人でも、赤ちゃん、乳幼児を連れて、そ

して、あとは歩ける３歳、４歳の子どもと行く場

合、どうしても乳幼児の遊び場と、３歳、４歳の

遊び場と、ちょっと場所が多分違うと思うんです。

エリアが、エリアというのか、区切られたもの。

そしたら、赤ちゃんを連れて乳幼児のところで遊

ぶと、３歳、４歳の子は、１人で遊べたら１人で

遊ぶようになるんですけれども、そのときにやっ

ぱりこれは原則、保護者がきちっと子どもの安全

を見守るというところが原則であるのであれば、

そこら辺をやっぱり２人を一遍に見ると厳しかっ

たら、どういうふうにされるのかというところも

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○奥野家庭支援課長 そしたら、まず、ベビーカー

なんですけれども、ベビーカーに関しては、入口、

ゲートをくぐっていただいて、ベビーカー置場を

設けるつもりです。鍵付きのワイヤーで番号札を

渡してという形を考えてございます。 

 その後、下足箱がありますので、そちらのほう

に靴を入れていただいて入場していただくという

形になります。 

 あと、そこから荷物等を入れる、ロッカーとい

うのを、入場して左側に設置するつもりです。た

だ、貴重品に関しては必ず自分で管理していただ

きたいというところです。 

 あと、乳幼児がいてて、ちょっと大きい子ども

が自由に遊ぶというところですけれども、もちろ

ん授乳をしているときとかに関してはちょっと見

守りが必要なのかなと、見守り要員に一言お声を

かけていただくというのは必要なのかなと。ただ、

乳幼児を抱いて、３歳児、４歳児のところに一緒

にお子さんがいくというのも、参加もできますし、

その辺ところは臨機応変に対応をしていきたいな

というふうに考えてございます。 

 以上です。 

○山本市長 基本的には、今の奥野課長のスタンス

ではあるんですけれども、例えばですけれども、

梅田のリンクスなんかは３歳以上の子は、そこに

は保育士が在駐をしていまして、３歳以上であれ

ば親がいなくてもそこで面倒を見てくれるという

ところがあります。ただ、見渡す限り、ほぼほぼ

ほかのところに関しましては、代表的なものでい

きますと、プレイヴィルですが、保護者の責任と

いうのが大原則でございます。 

 ですから、自分が、私１人で子ども２人連れて

いくときには、当然のことながら私の責任におい

て２人を見るというのが大原則です。ただ、先ほ

ど課長が言ったみたいに、授乳とか、こういった

ときには、当然のことながらやはり、どない、物

理的に難しいというものがありますので、そこに

関してはやはりそういった声かけとか、そういっ

た配慮はあると思いますけれども、何でもかんで

も、普通の外の公園で、親が１人で子どもが４人

おってということというのはちょっと考えにくい

ので、まさに今回屋内の公園のような施設でござ

いますので、あくまで保護者の責任においてとい

うのが、まさにそこに関しては一般の施設と同じ

ような建てつけになっていますけれども、特にや

っぱり配慮が必要なところに関しては、そこは声

かけをいただきながら、指定管理者のほうで配慮

されるんじゃないかなというふうに考えています。 

○澁谷委員 すみません、ありがとうございました。 

 それと、延長する場合ですよね。一応２時間の

券で入っています。パスポートでも２時間ですの
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で、延長するなと思ったら、一遍外へ出て、券売

機で券を買って延長の後、またもう１回戻るんで

すかね。ちょっとその辺、確認をお願いします。 

○奥野家庭支援課長 延長する場合なんですけど、

一声かけていただくというのは原則なんですけれ

ども、お子さんがいらっしゃいますので、全員連

れて１回退場というのはなかなかちょっと厳しい

のかなというふうに考えておりまして、一声かけ

ていただいて、帰りにまた券売機のほうで追加分

を払っていただくというような方向で考えてござ

います。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかにないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第13号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第14号「泉南市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題とし、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

○楠委員 それでは、お聞きします。 

 今回の改正が、低所得者に配慮して、保険料率

を抑えるということで、１、２、３段階の方がそ

れになるということで、介護給付費準備金が取り

崩されて、保険料の抑制というところもあるかと

思うんですが、この基金というのは、毎回取り崩

す金額というのは決まっているとか、今ある基金

を全額入れているのか、その辺を教えていただき

たいと思います。 

○藤原長寿社会推進課長 泉南市の場合、８期は今

年度最終期になるんですけれども、準備基金の取

扱いにつきましては、介護保険料を抑制するとい

う意味で、準備基金は全て取崩しを行ってまいり

ました。しかしながら、今回、準備基金のほうが、

いろいろこの８期の間、コロナの影響とかいろん

なものがありまして、また、８期におきましては、

介護保険料の改定も泉南市のほうは行っておりま

す。残高が８億3,400万円、令和５年末で見込ま

れております。今回、９期の取崩し額につきまし

ては、令和６年から２億9,100万円を一気に取り

崩す予定となっております。 

 あと、残りの基金につきましては、今後、９期

におきましても、2025年を迎えることと、将

来、2040年を見据える中で、やはり一定の基金を

積み立てて、準備基金として置いておく必要があ

ろうかというところも、国のほうもしっかりと中

長期的な介護保険制度を持続可能なものにするた

めに、基金も踏まえて計画をしっかり立てるよう

にという基本方針も出ておりますので、今回は全

て取り崩して、もっと介護保険料を下げるという

方法もあるんですけれども、一定、去年度から、

８期と９期は、介護保険料の基本額につきまして

は値上げをいたしませんので、基金の取扱いの考

え方は、そういう考え方となっております。 

○楠委員 今お答えいただいて、今の話でいうと、

コロナの関係で集め過ぎたんかなというような印

象があって、それを、今までは全額入れていたけ

れども、ようさん集まったので、今後積み立てた

り、抑制にも使っていくということで、８期と９

期の介護保険料が据置きというか、１段階から３

段階は下がりますけど、高止まりというような状

況やとほんまに思うんです。そんな中で、利用者

の方に対しては、利用抑制と言われるような形で

考えられているのかなと。これは一般質問でもち

ょっと言ったんですけれども、介護を受けられる

ような、持続可能なと言いますけれども、お金だ

け考えて、これから介護保険とかを使われる方が

利用できないような状況になってくるのではと。 

 今回、介護保険、事業所さんのほうでの報酬改

定があるというところで、訪問介護のほうが、や

はり基本報酬が減らされてというところになると、

事業所としては、利用者さんに負担を今まで以上

に求めなあかんようなことにもなったりするかも

しれへんし、事業自体がもう成り立たんで、経営

できなくなって、倒産ということもあるかと思い

ますので、やはり今まで介護保険料も下げてもら

いながら、今困っている人が実際にいてるという

ところで、泉南市としても、利用しやすく、介護
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保険が使えるように考えていただきたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○藤原長寿社会推進課長 泉南市の介護保険の計画

につきましては、８期の計画、３か年、介護予防

とか、そちらのほうに十分力を入れてやってきて

おります。利用者の方が介護を受けられないよう

にするとか、そういう考えの下ではなくて、事前

に介護予防というところを重点的な考え方の下行

っております。 

 もう１つは、８期のときは、介護保険料につき

ましては、泉南市の場合、改定を行いました。ほ

かの市町のほうは、コロナの関係があったところ、

考えも踏まえて、介護保険料を、前回８期の場合

は、そのまま抑えたところの市町村もございます。

８期の場合、泉南市は、府内市町村の安いほうか

らいいまして、20番目ぐらいに位置しております。

今回、９期になりまして、そこで介護保険料を上

げなかった市町村が、軒並み介護保険料を上げる

予定で、府内市町村でいいますと、泉南市は安い

ほうから10番目ぐらいになっております。 

 だから、今回、泉南市の場合の介護保険料の設

定の中で、高いというか、改定していない状況で

すけれども、あくまでも高いほうの市町村の部類

には入っていないというところになっております。 

○楠委員 お答えいただきまして、泉南市としまし

ては、現状のできることを精いっぱいやっていた

だいて、本当に抑えていただいているなとは思う

んですけれども、国の方針として進められている

もので、なかなかあらがうといいますか、反対と

いいますか、やっぱり国の方針ですので、従って

いかなあかんとは思いますけれども、今後とも国

のほうの介護報酬の件だとかを、市としてもやっ

ぱり高過ぎて泉南市民が困っているということで

毎回申入れ等もしていただいていると思いますけ

れども、また今後とも引き続きしていっていただ

きたいと思います。ありがとうございます。 

○堀口委員長 ほかに。――――以上で本件に対す

る質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います討論ありませんか。―

―――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第14号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第15号「泉南市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○河部委員 ちょっと簡単に１点だけ教えてほしい

んですけれども、平成30年４月から大阪府統一の

保険料率とか賦課限度額に統一するということで、

この間、６年間経過措置を置いて、取組が行われ

てきたんですけれども、この令和６年４月から、

一応それが終了するということなんですけれども、

それ以降のそれぞれの市町村と大阪府の例えば事

務分掌とかその辺、国保の運営に当たってはどの

ようになっていくのか、ちょっと教えていただき

たいと思います。 

○増田保険年金課長 国民健康保険につきましては、

御指摘のとおり、平成30年度から、統一化という

ことで、保険料等の統一のための激変緩和が令和

５年度で終了する予定でございます。既に令和２

年から、本市におきましても、標準保険料という

ことで、大阪府の示された保険料を採用している

ところでございます。この間に、運営につきまし

てはもう既に、大阪府を代表としますといいます

か、43市町村が共同保険者というような立場で、

大阪府全体の国民健康保険を運営しているという

状況になってございます。 

 ですので、保険料等につきましても、共同の中

で、主に事業グループと財政グループの２つのグ

ループを設けて、年に数回いろんな会議を行いま

して、その中で議論を積み重ねて、最終保険料な

り、こちらのほうで負担する納付金なりを決定し

ていただいて負担していくと、そういう流れにな

ってございます。 

 それで、令和６年度からは保険料のほうが完全

統一化ということで、これまで若干市町村によっ

て独自の減免とかそういったものがあったんです

けれども、そういったものが全て一旦廃止といい

ますか、なくなって、完全統一化ということにな

っていきますという、そういう流れでございます。 
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 以上です。 

○河部委員 ありがとうございます。 

 ということは、これまでは泉南市に国保運営協

議会というものがあって、そこで泉南市の国保の

保険料とかを決めていたと思うんですけれども、

一定運営協議会の役割も一応終わっていくという

ことでよろしいのかどうかと、あと、その43市町

の事業体、見方としては、どうなんですか、水道

企業団みたいな、組合みたいな感じのイメージで

いいんですかね。 

○増田保険年金課長 運営協議会についてでござい

ますが、大阪府自体でも運営協議会がございまし

て、いろんな施策を決定するたびに、そちらにも

お諮りして決定しているところでございます。 

 御指摘のとおり、令和６年度の保険料からにつ

きましては、それまで、本市におきましても一応

少し裁量がございました下限保険料については、

泉南市の国保のほうで諮問、答申という流れを経

て決定したわけですけれども、令和６年度からは

完全統一ということで、市町村のほう独自での裁

量はございませんので、一応、今回２月１日に行

いました泉南市の協議会におきましても、御報告

という形に変えさせていただいております。 

 御指摘のとおり、府下のいろんな市町のほうか

らも、今後の各市の運営協議会の在り方について

のどういう形になっていくのかという、諮問、答

申がなくなれば、単に御意見を報告して意見を聞

くだけになるのかとかいった、そういった質問も

ございます。それで、ちょうど、ただいまそうい

ったことで、それぞれ現在でどういう運営をして

いるのかといったアンケートも来てございますの

で、近々に、明確に、大阪府のほうである程度統

一された方針が示されますと、それに沿って運営

協議会の在り方も変わっていくものと、変わって

いくというか、そういう流れに沿って運営してい

くものでございます。 

 それと、申し訳ございません、水道企業団云々

というような形に近いものかという御質問でござ

いますけれども、運営自体を共同で行っておりま

すけれども、それぞれの、何といいますか、後期

高齢者のようなシステムでもなくて、独立での運

営になりますけれども、保険料なり納付金なりの

算定については全体で行うという、オール大阪の

形をとりながら、個別に事業を行っている。ただ、

納付金とか保険料が指し示されたもので、通常運

営していきますと、基本的には余剰に財源が余っ

たりとか足りなくなるというケースはほぼほぼ発

生しないというような流れの中で今後運営を行っ

ていくところでございます。 

 以上です。 

○河部委員 多分今説明を受けたのでも大体分かる

んですけれども、では、この４月以降、市として

の事務でいくと、保険料の徴収、あるいは、これ

までの滞納の回収というものもあると思うんです。

そういうものが出た場合どうするのかと、例えば

国保特会で赤字が出た場合、一般財源から繰入れ

をして補てんしたりとかしていたんですけど、そ

ういうものも今後はなくなってくるということで

いいんですかね。 

○増田保険年金課長 今後につきましても、徴収と

か滞納処理につきましても、今までとほとんど変

わらない流れで行ってまいります。ただ、被保険

者の規模であったりそういったもので、一応市ご

とに設定された収納率というのも示されまして、

そういうのを踏まえて保険料なりを算定するとい

う流れになってございます。 

 それで、御指摘のございました赤字になった場

合とかということでございますけれども、大きな

流れの中では、府全体で医療費なりを推計して、

必要な経費を積算して、そのうちの保険料がどれ

ぐらいやというのを逆算して、保険料を算定して

いく中で、基本的には、大きな赤字、大きな余剰

金というのが発生しないという建てつけになって

ございます。ただ、いろんな交付金とかそういっ

た流れの中で、例えば２年先に事業が終わった段

階で一旦精算をして、プラスマイナスが出たとき

に精算というような形はとらないということにな

ってございますので、単年単年が、まあ言えば勝

負のような形で運営してございます。少し黒字に

なっていくような流れでいくのが理想でございま

すけれども、万一赤字になったような場合には、

基本的には運営上赤字を発生しないということに

なってございます。 

 大阪府のほうで、そういったときのために、一
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定の基金の拠出を得て、貸付金というのを用意し

ている状況です。単年度的には、それを活用して、

単年度ではそれをお借りして、収支をプラスマイ

ナスゼロにして、そして、おおむね２か年あるい

は３か年の間に頑張って運営をし、具体的に言い

ますと、保険料の徴収等に励んで、収入を増やし

て、できるだけ財源を確保して、少しずつ黒字を

生んでいって、赤字を埋めていくという、それを

２年から３年のサイクルで繰り返すと。そういう

流れの中で、健全といいますか、そういった運営

を目指していくという流れになってございます。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 ほかに。 

○楠委員 それでは、お聞きします。 

 今回賦課限度額になったということで、大阪府

と一緒の104万円ですね。前年度比で後期分が２

万円上がるということで、高い国保料で、払うの

が大変やから滞納される方が多いと思うんですけ

れども、泉南市の国保を利用されている方で、滞

納されている人数とかを教えていただければなと

思うのと、あと、今回政令軽減判定所得基準の見

直しということで、２割軽減と５割軽減の方の基

準がこれ、引き上げられるんですかね。今までこ

の金額でいけたのが、ちょっと高くなるというこ

とになるのかなと思うんですけど、これが上がる

ことで、対象からどれぐらいの方が外れるのか、

分かるんでしたら教えていただきたいと思います。 

○増田保険年金課長 先ほどから何度も申し上げて

いますとおり、統一された保険料という中

で、104万円という限度額になりました。 

 それと、申し訳ございません。滞納の件数につ

きましては、ちょっと本日資料は持ち合わせおり

ませんので、滞納繰越分の徴収率につきましては、

おおむね20％ぐらいで推移しているものと認識し

てございます。 

 それと、最後の御質問にありました、今回条例

改正する政令軽減判定基準の見直しということで

すよね。これにつきましては、２割、５割、７割

という軽減がかかる所得の基準が引き上げられま

すので、逆に対象になる、減額される世帯が増え

るということで、５割軽減で5,000円、２割軽減

で１万円ほど拡大されますので、その分軽減され

る対象者が増えるという、そういった資料になっ

てございます。 

 以上でございます。 

○楠委員 ありがとうございます。 

 認識が間違えていたということで、滞納者の数

がというか、資料で、去年の７月の大阪社保協調

査というのがあるんですけれども、泉南市は、こ

の数で見てみますと、滞納率は10％というのがあ

りましたわ。あと、軽減ですね。７割、５割、２

割の対象となる方ですけど、７割、５割、２割、

足したら、国保を使われている方の６割がやっぱ

り軽減の対象になっているというところでいうと、

言うてもうたように、赤字の回収をしてゼロにし

ていくというのは本当に大変なことになるんじゃ

ないかなと思っていまして。 

 あと、泉南市には基金の残高というのはないん

ですかね。金額が残っているとかでしたら、ちょ

っと金額を教えていただきたいと思います。 

○増田保険年金課長 令和６年度以降に万一赤字が

発生したときの対応という御指摘でございます。 

 何度も申し上げていますとおり、基本的には過

不足なく運営できる数字が算定されているはずで

ございますけれども、例外的に、能登半島の災害

であったりとかそういったことで、一時的に医療

費が増えたりとか、あるいは、コロナの関係で、

感染者で、そういったときに、貸付金、あるいは、

通常、収入不足のために基金を積んでございまし

て、それを一時的にお借りして、２年から３年の

スパンで返すということになります。 

 それと、泉南市に国保のほうで基金を積んでい

ないかという御指摘でございますけれども、ただ

いま本市では、国保に関する基金はございません。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 いいですか。ほか。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 統一された国保ということで、大阪府は本当に

全国一高くなったわけなんですが、この徴収に当

たっては、６月から翌年の３月までを、今まで10

回に分けていたんですが、今後も10回に分けてと

いうことでいいのかどうか、ちょっと確認をさせ

ていただきたいと思います。 

 それと、２の退職者医療制度なんですが、平
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成20年に廃止されて、平成26年度末まで経過措置

があったということで、その後も退職被保険者に

なった人とその被扶養者は、引き続き、退職被保

険者が65歳になるまで受けられていたということ

で間違いないのでしょうか。 

 対象者の減少や保険者間の負担を踏まえて廃止

されたとありますが、ちょっと市の状況が分かれ

ばお聞かせください。 

○増田保険年金課長 徴収の回収でございますけれ

ども、現在の６月から３月の１期から10期、これ

に変更はございません。 

 それと、退職者医療につきましては、御指摘の

とおり、昭和59年に創設された当時、250万人程

度おられたそうです。それが令和３年ですかね、

その辺りでもう既に二十何人まで全国で減ってご

ざいます。それで、本市におきましても、保険料

のほうの滞納繰越分の保険料が残っている程度の

状況になってございます。それで、今回、退職者

医療制度というのがもう完全に廃止されるという

ことで、保険料、あるいは、給付のほうで残って

いる場合には、その分につきましても全て一般の、

一般といいますか、６月からは退職、一般の区別

もなくなるんですけれども、通常の保険、従来で

いきますと、退職被保険者分、一般被保険者分と

あったものが、全て一般被保険者分に移行してし

まうといいますか、含んでしまうというような形

で、会計あるいは給付の処理も全て行うというこ

とで、条例からも消えますし、実際の運用上から

も退職者医療というのが完全になくなってしまう

ということでございます。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほか、ないですか。

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

す。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○楠委員 それでは、反対の立場で討論をさせて

いただきます。 

  今回、府下統一ということで賦課限度額は104

万円になったということで、府下統一に関して

ですけれども、市町村国保を大阪府国保に完全

統一していくというところで、府下どこに住ん

でいても同じ制度が公平だということで進めら

れてきましたけれども、府内でも医療格差とい

いますか、受けられる医療の差がある中で、同

じ府内やから同じ値段にするのが公平やという

のは、どうしても納得ができないと。国保法で

は保険料や減免制度の決定というのは市町村決

定となっているということですので、やはりこ

の規定に従って、泉南市に合った保険料の算出

が必要ではないのかなと思います。 

 あと、段階的に引き上げてきて、今の限度額に

なっておりますけれども、結局この６年間、激変

緩和というか、激増してきたということで、例を

言いますと、所得200万円の年金のみの世帯

で、2017年の統一前は28万4,200円だったのが、

この23年には、統一の場合は33万5,805円で５万

円上がっているということで、やはり現状と合う

てるとは言えないと思います。 

 ですので、これは、国、府のことでもあります

ので、反対の声を上げながらも、泉南市としても

できること、市民の皆さんが利用できるような医

療体制ということで、反対ということで討論とさ

せていただきます。 

○堀口委員長 ほか、ないですか。――――以上で

本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。よって議案第15号は、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第16号「泉南市漁港管理条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題とし、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

○楠委員 お聞きします。 

 今回、法律の名前が、法題名が変わるというこ

とで変わっているんですけれども、主な改正内容

の中に、漁港施設等活用事業を位置づけとありま

して、これをちょっと見てみますと、今の漁港の

活性化等を進める制度ということで、漁港に、交

流促進であったり消費増進ということで、民間の

投資を促しますよということで書かれているのか

なと思うんですけど、泉佐野市のほうとかを見て

みますと、湾岸線沿いですかね、海鮮食堂みたい

なのが既にあるので、これが、この事業が位置づ
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けられたことで、泉南市でも漁港に対してどうい

う取組といいますか、政策とか、考えてはること

があるのかな。あるんでしたら、ちょっと聞かせ

ていただきたいと。 

○堀口委員長 これ、ごめんなさい、条例の内容に

ついて問うてもらわなあかん分なので、ここは表

題が変わる部分について問うてもらわんとあかん

と思うんですけど。（「内容。別ですか。分かり

ました」の声あり）いいですか。 

 ほか、ないですか。――――以上で本、以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第16号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第19号「泉南市立保育所設置条例の

廃止について」を議題とし、質疑を行います。質

疑はありませんか。 

○河部委員 すみません、ちょっと１つだけお聞き

をします。 

 今回、浜保育所が完全民営に４月からなるとい

うことで、条例自体が必要なくなるということか

ら廃止をされるということなんですけれども、今

公立として残っている保育施設でいくと、なるに

っこ認定こども園だけになってしまうんですけれ

ども、こちらは認定こども園条例に位置づけられ

ているので保育所条例も要らないということやと

思うんですけれども、その認定こども園条例を見

ていると、施行規則の中に延長保育という部分が

あって、この延長保育の内容については泉南市立

保育所設置条例施行規則に準ずるとなっているん

ですけれども、これ、条例を廃止すると施行規則

自体もなくなると思うんですけれども、その辺、

なるにっこ認定こども園の延長保育等の施行規則

に影響はしないのかどうか、お聞きをしたいと思

います。 

○仲保育子ども課長 先生の御質問に対しまして、

延長保育の部分につきましては、今回のなるにっ

この部分は認定こども園の施行規則のほうに組み

入れるということで今作業をしておるところでご

ざいます。議案の上程ではございません。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほか、ないですね。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 今までも、保育所ということで、ゼロ歳児から

就学前のお子さんが通われていたと思うので、そ

の点については、こども園になっても変わりはな

いと思うんですが、職員の配置というのが大阪府

で決められていて、2025年３月までは、保育士か

幼稚園の教諭の免許が要るということなんですが、

ちょっと職員の配置についてお聞かせいただきた

いと思います。 

○仲保育子ども課長 お答えいたします。 

 職員の配置につきましては、令和６年におきま

しては、こうしなさいという決定事項にまでは至

っておりませんが、一応、３歳児、４歳児とかに

おきましては、30対１を25対１とか、そういう目

標というのは出ておりますが、決定ではございま

せん。 

○岡田委員 すみません、ちょっと質問させていた

だいたのは、職員の配置が大阪府で決められてい

るので、その免許ですよね。今年の３月までは保

育士か幼稚園の教諭の免許があればいいとなって

いたんですけど、これから変わりますよね、免許

の持ち方が。そこについてちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

○仲保育子ども課長 免許の申請につきましては、

ちょっと私、今つかんでおりませんので、また先

生の御質問にちょっと後ほど答えさせていただき

ます。 

○堀口委員長 ちょっと暫時休憩します。 

午後４時５３分 休憩 

午後４時５６分 再開 

○堀口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 改めて答弁を求めます。 

○仲保育子ども課長 失礼いたしました。 

 先ほどの議員の質問に対しましては、平成27年

４月から10年間におきましては、特例期間という

ことで、幼稚園教諭免許または保育士資格のいず

れかを有していれば保育教諭等となることができ
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るということで、令和７年３月31日までにおきま

して、その特例期間の終了を迎えますので、それ

までには、保育所の免許しか持っていない人は幼

稚園免許を取るということになります。 

 以上でございます。 

○岡田委員 すみません。ちょっと今引き続き。こ

ども園ということは、給食も義務づけられると思

うので、ちょっとその点についてと、あと、おむ

つの持ち帰りというのも、国では持ち帰り廃止と

いうことで推奨されているんですが、その点につ

いても、そこだけ確認させてください。 

○仲保育子ども課長 お答えいたします。 

 給食につきましては、一応こども園におきまし

ても、教育時間設定、つまり、４時間の保育時間

がありますので、お昼を食べてお帰りになるとい

うことですので、給食はございます。 

 それと、おむつの持ち帰りにつきましては、園

で処理をするということでなっております。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほかにないですか。

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

す。 

 これより討論を行います討論ありませんか。―

―――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 お諮りいたします本件は、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第19号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本常任委員会に付託されました議案の審

査を終わります。 

 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出につ

いてお諮りいたします。 

 お諮りいたします。本委員会の所管事項につき

ましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継

続調査の申出を行いたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長

に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決

定をいたしました。 

 なお、閉会中において調査を行う事件につきま

しては、委員長に一任していただきたいと思いま

す。 

 以上で本日予定しておりました議案審査につき

ましては全て終了いたしました。委員各位におか

れましては、長時間にわたり慎重なる御審査をい

ただきまして、誠にありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようお願い申し

上げます。 

 これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

午後５時 閉会 

（了） 
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